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○ 令和３年度の訂正請求の受付件数は６，０１３件であり、前年度同期（令和２年４月から令和３年３月まで）に比べて、

７１９件の増加となっている。制度別にみると、厚生年金５，７４３件（前年度同期比７４５件増）、国民年金２５８件

（同１８件減）、脱退手当金１２件（同８件減）となっている。

○ 訂正請求の受付件数の推移は、総務大臣あての確認申立てを行っていた期間を含め平成22年度以降、減少傾向

を示している。

○ 訂正請求の受付件数の制度別の割合としては、厚生年金が占める割合が９５．５％となっている。
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（１） 訂正請求の受付状況の概況

Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
１ 受付状況

① 令和３年度の受付状況

② 令和４年度上期の受付状況

○ 令和４年度上期（令和４年４月から同年９月まで。以下同じ）における訂正請求の受付件数（速報値）は１，９７１件

であり、前年度同期に比べて、１，０２６件の減少となっている。制度別にみると、厚生年金１，８７６件（前年度同期比

９ ９ ５ 件 減 ） 、 国 民 年 金 ９ ０ 件 （ 同 ３ ０ 件 減 ） 、 脱 退 手 当 金 ５ 件 （ 同 １ 件 減 ） と な っ て い る 。



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
１ 受付状況

（２） 制度別の受付件数

（３） 地方厚生（支）局別の受付件数
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• 厚生年金（個別請求）
厚生年金に係る事案のうち、
一括請求以外の請求

• 厚生年金（一括請求）
厚生年金に係る事案のうち、
事業主が従業員からの保険
料を控除しながら、保険料納
付を行わなかったとして過誤
を認め、該当する複数の従
業員等からの訂正請求が事
業所を単位として一括して行
われる請求

注１ 受付件数は、当該期間中に年金事務所が訂正請求書を受け付けた件数である。
２ 平成27年度は、平成27年２月までに総務大臣あてに提出された年金記録に係る確認申立てのうち、同年４月１日付で訂正請求に切り替えられた事案（切替事案）を含んでおり、
平成27年３月から平成28年３月までの13か月について計上している。

7,368 (86.5 %) 4,818 (91.0 %) 4,206 (91.0 %) 3,061 (89.4 %) 4,216 (92.4 %) 4,998 (94.4 %) 5,743 (95.5 %) 1,876 (95.2 %)

（個別請求） 3,902 (45.8 %) 2,214 (41.8 %) 1,620 (35.1 %) 931 (27.2 %) 1,678 (36.8 %) 1,244 (23.5 %) 1,531 (25.5 %) 567 (28.8 %)

（一括請求） 3,466 (40.7 %) 2,604 (49.2 %) 2,586 (56.0 %) 2,130 (62.2 %) 2,538 (55.6 %) 3,754 (70.9 %) 4,212 (70.0 %) 1,309 (66.4 %)

1,060 (12.4 %) 435 (8.2 %) 373 (8.1 %) 336 (9.8 %) 320 (7.0 %) 276 (5.2 %) 258 (4.3 %) 90 (4.6 %)

88 (1.0 %) 39 (0.7 %) 42 (0.9 %) 28 (0.8 %) 29 (0.6 %) 20 (0.4 %) 12 (0.2 %) 5 (0.3 %)

8,516 (100.0 %) 5,292 (100.0 %) 4,621 (100.0 %) 3,425 (100.0 %) 4,565 (100.0 %) 5,294 (100.0 %) 6,013 (100.0 %) 1,971 (100.0 %)

令和元年度平成28年度平成27年度
令和４年度上期

（速報値）
平成29年度 平成30年度 令和３年度令和２年度

脱退手当金

合 計

厚 生 年 金

国 民 年 金

（件）



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
２ 処理状況

（１） 制度別・処理事案別の処理件数

• 厚生局処理事案 地方厚生（支）局において訂正決定、不訂正決定又は請求却下の処分をした事案
• 訂正決定（全期間訂正） 全部の請求期間について、その全期間を訂正決定すること
• 訂正決定（一部期間訂正） 一部の請求期間又は請求期間の一部期間について訂正決定すること
• 不訂正決定 全部の請求期間について、その全期間を不訂正決定すること
• 機構処理事案 訂正請求が厚生労働大臣が定めた基準又は厚生年金特例法施行規則に規定する場合に該当するときに、年金事務所において記録訂正した事案

（全部の請求期間について、その全期間を年金事務所で記録訂正した事案に限る。地方厚生（支）局における処理はない。）
• 機構処理事案（一部期間訂正） 一部の請求期間について、年金事務所において記録訂正した事案（厚生年金事案に限る。記録訂正できなかったその他の請求期間については、

地方厚生（支）局において決定処分することとなる。)
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（件）

（個別請求）（一括請求） 計 （個別請求）（一括請求） 計 （個別請求）（一括請求） 計 （個別請求）（一括請求） 計

 厚生局処理事案 766 84 850 249 24 1,123 815 128 943 241 23 1,207 788 91 879 260 14 1,153 356 45 401 99 4 504

490 83 573 21 2 596 544 125 669 24 2 695 529 90 619 32 0 651 252 44 296 6 0 302

（ 全 期 間 訂 正 ） 408 82 490 10 2 502 442 125 567 20 2 589 431 88 519 23 0 542 207 44 251 6 0 257

（一部期間訂正） 82 1 83 11 0 94 102 0 102 4 0 106 98 2 100 9 0 109 45 0 45 0 0 45

276 1 277 225 22 524 269 3 272 217 19 508 259 1 260 226 14 500 104 1 105 93 4 202

0 0 0 3 0 3 2 0 2 0 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

 機構処理事案 407 2,271 2,678 8 0 2,686 415 3,102 3,517 3 0 3,520 523 4,386 4,909 3 0 4,912 262 1,100 1,362 2 0 1,364

1,173 2,355 3,528 257 24 3,809 1,230 3,230 4,460 244 23 4,727 1,311 4,477 5,788 263 14 6,065 618 1,145 1,763 101 4 1,868

145 52 197 29 2 228 156 97 253 30 3 286 176 106 282 27 1 310 74 16 90 5 0 95

〔参考〕

45 19 64 69 13 82 57 17 74

令 和 ３ 年 度

厚 生 年 金
国民年金 脱退手当金 合 計

令 和 元 年 度

国民年金 脱退手当金 合 計

機構処理事案
（一部期間訂正）

 請　求　却　下

処 理 事 案 合 計

訂正請求の取下げ等

 訂　正　決　定

 不 訂 正 決 定

合 計
厚 生 年 金

国民年金 脱退手当金 合 計
厚 生 年 金

国民年金 脱退手当金

令 和 ２ 年 度 令 和 ４ 年 度 上 期 （ 速 報 値 ）



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
２ 処理状況

○ 総務省年金記録確認第三者委員会における受付・処理件数の推移

注１ （ ）内は、一月当たり件数である。
２ 件数は、総務省HP「年金記録確認第三者委員会の活動実績」による。
３ 平成19年度は、平成19年７月から平成20年３月までの９か月について計上している。
４ 平成26年度の受付件数は、平成26年４月から平成27年２月までの11か月について計上している。なお、処理件数及び確認申立の取下げ等には、平成27年６月30日まで取り扱った

件数を含む。
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（件）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 累 計

50,752 49,807 60,374 59,912 27,607 17,883 18,039 9,245 293,619

(5,639) (4,151) (5,031) (4,993) (2,301) (1,490) (1,503) (840)

5,335 52,236 55,921 61,718 45,485 19,258 16,679 11,990 268,622

(593) (4,353) (4,660) (5,143) (3,790) (1,605) (1,390) (999)

5,335 51,544 54,518 59,260 40,422 11,112 7,814 5,745 235,750

(593) (4,295) (4,543) (4,938) (3,369) (926) (651) (479)

2,397 20,368 27,562 30,381 19,631 5,454 4,308 3,132 113,233

(266) (1,697) (2,297) (2,532) (1,636) (455) (359) (261)

2,938 31,176 26,956 28,879 20,791 5,658 3,506 2,613 122,517

(326) (2,598) (2,246) (2,407) (1,733) (472) (292) (218)

692 1,403 2,458 5,063 8,146 8,865 6,245 32,872

(58) (117) (205) (422) (679) (739) (520)

461 4,449 5,196 7,077 3,476 1,365 1,097 1,876 24,997

(51) (371) (433) (590) (290) (114) (91) (156)

－

総 務 大 臣 あ て の 確 認 申 立 て

確 認 申 立 て の 取 下 げ 等

訂正が必要と 判断

訂正が不要と 判断

受　　　付　　　件　　　数

処　　　理　　　件　　　数

第三者委員会で処理

日本年金機構で記録訂正



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
２ 処理状況

（１） 制度別・処理事案別の処理件数
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《制度別の処理事案件数》 《処理事案別の件数》

11,990 

2,427 2,384 

1,686 

933 1,173 1,230 1,311 

2,571 2,786 

2,666 

1,983 
2,355 

3,230 
4,477 

715 489 

358 

318 

257 

244 

263 
66 44 

32 

29 

24 

23 

14 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

厚生年金

（個別請求）

厚生年金

（一括請求）

国民年金 脱退手当金

41.8%

48.9%

35.6%

56.2%

42.0%

44.5%

0.7%

7.5%

8.6%

0.8%

12.4%

1.1%

処理件数

28.6%

60.8%

6.7%

0.9%

30.8%

61.8%

9.7%

0.6% 5.2%

26.0%

68.3%

0.5%

73.8%

21.6%

4.3%

0.2%

6,245 

3,110 3,402 
2,883 

2,144 

2,686 

3,520 4,912 

5,745 

2,669 2,301 

1,859 

1,119 

1,123 

1,207 

1,153 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

機構処理事案 厚生局処理事案

52.1%

46.2%

53.8%
60.8%

47.9%

59.7%

39.2%

40.3%日本年金機構で

記録訂正

第三者委員会で

処理

65.7%

34.3%

29.5%

70.5%

25.5%

74.5% 81.0%

19.0%



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
２ 処理状況

《厚生局処理事案の制度別・処分別の状況》

（１） 制度別・処理事案別の処理件数

6

〈令和３年度〉

〔厚生年金（個別請求）〕 〔厚生年金（一括請求）〕 〔国民年金〕 〔脱退手当金〕

〈令和２年度〉

〔厚生年金（個別請求）〕 〔厚生年金（一括請求）〕 〔国民年金〕 〔脱退手当金〕

全期間

訂正決定
125 

97.7%

不訂正決定

3 
2.3%

全期間

訂正決定

20 

8.3%

一部期間

訂正決定
4 

1.7%

不訂正決定

217 
90.0%

全期間

訂正決定
2 

8.7%

不訂正決定

19 
82.6%

請求却下

2 
8.7%



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
２ 処理状況

（２） 訂正手続における記録訂正の推移

注１ 「処理件数」は、総務省年金記録確認第三者委員会又は地方厚生（支）局で処理した事案と機構処理事案（一部期間訂正を除く。）との合計件数である。

２ 「記録訂正件数」は、総務省年金記録確認第三者委員会のあっせん事案又は地方厚生（支）局の訂正決定事案と機構処理事案（一部期間訂正を除く。）との合計件数である。

３ 「記録訂正率」は、処理件数に対する記録訂正件数の割合である。
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平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

5,335 52,236 55,921 61,718 45,485 19,258 16,679 11,990 5,779 5,703 4,742 3,263 3,809 4,727 6,065

2,397 21,060 28,965 32,839 24,694 13,600 13,173 9,377 4,288 4,643 3,980 2,641 3,282 4,215 5,563
訂 正 必 要
訂 正 決 定 2,397 20,368 27,562 30,381 19,631 5,454 4,308 3,132 1,178 1,241 1,097 497 596 695 651

機 構 訂 正 － 692 1,403 2,458 5,063 8,146 8,865 6,245 3,110 3,402 2,883 2,144 2,686 3,520 4,912

44.9% 40.3% 51.8% 53.2% 54.3% 70.6% 79.0% 78.2% 74.2% 81.4% 83.9% 80.9% 86.2% 89.2% 91.7%

処 理 件 数

記録訂正件数

記 録 訂 正 率

総 務 大 臣 あ て の 確 認 申 立 て 訂 正 請 求

（件）



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
３ 請求取下げ等の状況

○ 請求取下げ等の件数（令和３年度）

• 請求取下げ 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に請求者又はその遺族から取下書が提出された事案

• 処理終了 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に請求者が死亡したことにより、訂正請求の処理を終了した事案

8

（件）

（個別請求） （一括請求） 計

173 104 277 27 1 305

請求事由の消滅 118 62 180 19 1 200

請求者の都合 55 42 97 8 0 105

請 求 者 死 亡 0 0 0 0 0 0

3 2 5 0 0 5

176 106 282 27 1 310

308 21 2,345
累 計

（平成27年3月～令和4年3月） 1,410 606 2,016

合 計

合 計

取
下

げ

事
由

脱退手当金

請 求 取 下 げ

処 理 終 了

厚 生 年 金
国民年金



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
４ 処理中事案の状況

○ 処理中事案件数（令和３年度末現在）
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（件）

《制度別の処理中事案の件数》 《処理段階別の処理中事案の件数》

（個別請求） （一括請求） 計

① 受 付 件 数 の 累 計 13,120 21,290 34,410 3,058 258 37,726 31,713
② 処 理 件 数 11,130 20,060 31,190 2,643 231 34,064 28,005
③ 請 求 取 下 げ 等 の 累 計 1,410 606 2,016 308 21 2,345 2,032

日本年金機構の受付処理段階 324 591 915 40 3 958 1,298
地方厚生（支）局の調査・審査段階 229 32 261 60 3 324 337
地方年金記録訂正審議会に諮問段階 24 1 25 6 0 31 41
地方厚生（支）局の決定処理段階 3 0 3 1 0 4 0

（参考）
令和２年度末

合　計

1,676
処 理 中 事 案 件 数
（ ① － （ ② ＋ ③ ） ）

厚 生 年 金
国民年金 脱退手当金 合 計

580 624 1,204 107 6 1,317



Ⅰ 訂正請求の受付・処理状況
５ 処理期間の状況

（１） 厚生局処理事案に係る処理期間

注１ 「① 訂正請求処理期間」は、令和３年度中に地方厚生（支）局から処分通知書を送付した事案を対象とした（不訂正決定事案、請求却下事案を含む。） 。
２ 「② 機構訂正処理期間」は、令和３年度中に地方厚生（支）局から訂正決定通知書を送付した事案を対象とした（不訂正決定事案、請求却下事案を除く。）。

（２） 機構処理事案に係る処理期間

注 処理期間は、令和３年度中に日本年金機構から訂正通知を送付した事案を対象とした。
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ａ ｂ ｃ ｄ
△ △ △ △

訂正請求書受付日 厚生局送付日 処分通知書送付日 機構訂正通知送付日

地方厚生（支）局の処理 年金事務所の処理年金事務所の処理

《厚生局処理事案》

① 訂正請求処理期間 「ア 機構受付処理期間」と「イ 厚生局処理期間」を合算した期間（上図のａの翌日からｃまでの期間）
ア 機構受付処理期間 訂正請求書の受付日（ａ）の翌日から厚生局への送付日（ｂ）までの期間
イ 厚生局処理期間 厚生局への送付日（ｂ）の翌日から処分通知書の送付日（ｃ）までの期間

② 機構訂正処理期間 処分通知書の送付日（ｃ）の翌日から機構訂正通知の送付日（ｄ）までの期間

《機構処理事案》
③ 機構処理期間 訂正請求書の受付日の翌日から機構訂正通知の送付日までの期間

• 各処理期間の定義

（個別請求） （一括請求） 計

①　訂正請求処理期間 212.6 日 206.3 日 212.0 日 204.7 日 237.6 日 210.7 日 143 日 225.4 日

ア　機構受付処理期間 84.2 日 112.1 日 87.1 日 77.6 日 94.4 日 85.1 日 40 日 87.6 日

イ　厚生局処理期間 128.4 日 94.2 日 124.9 日 127.1 日 143.2 日 125.6 日 103 日 137.8 日

②　機構訂正処理期間 33.2 日 28.8 日 32.6 日 20.1 日 0日 31.9 日 25 日 28.9 日

標準処理期間
厚 生 年 金

国民年金 脱退手当金 全制度平均
（参考）

令和２年度
全制度平均

（個別請求） （一括請求） 計

③　機構処理期間 68.7 日 102.3 日 98.4 日 85.0 日 - 98.4 日 69.5 日

（参考）
令和２年度
全制度平均

厚 生 年 金
国民年金 脱退手当金 全制度平均



Ⅱ 請求内容・処分の状況
１ 請求者等の状況

（１） 請求者区分別・被保険者性別別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象とした件数である。
２ 「被保険者」には、現存被保険者の他、被保険者であった者を含む（以下同じ。）。
３ 「被保険者の遺族」の性別は、死亡した被保険者の性別である（請求者（遺族）の性別ではない。） 。
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（件）

《請求者区分別・被保険者性別別の状況》

男 女 計 男 女 計 男 女 計

491 363 854 19 6 25 510 369 879
（個別請求） 444 319 763 19 6 25 463 325 788
（一括請求） 47 44 91 0 0 0 47 44 91

124 132 256 2 2 4 126 134 260

0 13 13 0 1 1 0 14 14

615 508 1,123 21 9 30 636 517 1,153

厚 生 年 金

国 民 年 金

請 求 者 区 分

被 保 険 者 本 人 被 保 険 者 の 遺 族 合 計

脱 退 手 当 金

合 計



Ⅱ 請求内容・処分の状況
１ 請求者等の状況

（２） 被保険者年齢階層別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象とした件数である。
２ 被保険者の年齢は、年金事務所における訂正請求の受付日時点の年齢である（被保険者
が死亡している場合も同じ。）。
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（件）
《被保険者年齢階層別・制度別の状況》

《被保険者年齢階層別》

（個別請求） （一括請求） 計

以上　　　　　未満

  80歳　～ 47 0 47 10 10 67

75歳　～　80歳 27 2 29 20 3 52

70歳　～　75歳 65 4 69 18 1 88

65歳　～　70歳 63 5 68 19 0 87

60歳　～　65歳 136 10 146 69 0 215

50歳　～　60歳 175 36 211 91 0 302

40歳　～　50歳 166 23 189 26 0 215

30歳　～　40歳 88 10 98 5 0 103

20歳　～　30歳 21 1 22 2 0 24

18歳　～　20歳 0 0 0 0 0 0

～　18歳  0 0 0 0 0 0

合 計 788 91 879 260 14 1,153

厚 生 年 金
国民年金 脱退手当金 合 計

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
１ 請求者等の状況

（３） 被保険者の区分別

• 裁定済み者
訂正請求をする時点において、既に年金給付の裁定を受けている者（年金受給者）

• 納付要件充足者
訂正請求をする時点においては受給要件を満たしていないが、訂正請求が全部認められれば、老齢年金の保険料納付要件を満たす者

• その他
「裁定済み者」及び「納付要件充足者」以外の者（現存被保険者、受給開始年齢前の者、受給要件を満たしている未裁定の者等）

注 令和３年度の厚生局処理事案を対象とした件数である。
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（件）

裁定済み者 納付要件充足者 そ の 他 合 計

253 11 615 879

（個別請求） 240 11 537 788

（一括請求） 13 0 78 91

89 4 167 260

14 0 0 14

356 15 782 1,153

30.9% 1.3% 67.8% 100.0%割　合

被 保 険 者 の 区 分

国 民 年 金

脱 退 手 当 金

合 計

厚 生 年 金



Ⅱ 請求内容・処分の状況
１ 請求者等の状況

（４） 請求者住所地別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象とした件数である。
２ （ ）内は、合計件数の降順位である。
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厚生年金 国民年金 脱退手当金 厚生年金 国民年金 脱退手当金

北 海 道 92 11 0 103 (2) 京 都 府 22 8 0 30 (10)
青 森 県 10 0 0 10 (22) 大 阪 府 75 18 0 93 (3)
岩 手 県 6 1 0 7 (31) 兵 庫 県 15 14 2 31 (9)
宮 城 県 12 2 0 14 (17) 奈 良 県 10 1 0 11 (20)
秋 田 県 4 0 0 4 (42) 和 歌 山 県 6 2 0 8 (28)
山 形 県 18 2 0 20 (13) 鳥 取 県 1 1 0 2 (43)
福 島 県 10 1 1 12 (18) 島 根 県 1 1 0 2 (43)
茨 城 県 14 8 0 22 (11) 岡 山 県 5 4 0 9 (26)
栃 木 県 5 2 0 7 (31) 広 島 県 6 4 0 10 (22)
群 馬 県 6 2 0 8 (28) 山 口 県 7 0 0 7 (31)
埼 玉 県 53 16 1 70 (6) 徳 島 県 3 4 0 7 (31)
新 潟 県 11 1 0 12 (18) 香 川 県 3 3 0 6 (37)
山 梨 県 2 0 0 2 (43) 愛 媛 県 1 4 0 5 (41)
長 野 県 9 3 3 15 (16) 高 知 県 2 4 0 6 (37)
千 葉 県 30 15 0 45 (8) 福 岡 県 45 11 0 56 (7)
東 京 都 166 55 0 221 (1) 佐 賀 県 6 0 0 6 (37)

神 奈 川 県 74 16 1 91 (4) 長 崎 県 7 2 1 10 (22)
富 山 県 0 1 0 1 (46) 熊 本 県 12 6 0 18 (14)
石 川 県 5 2 0 7 (31) 大 分 県 8 2 0 10 (22)
岐 阜 県 19 2 0 21 (12) 宮 崎 県 7 1 0 8 (28)
静 岡 県 11 4 1 16 (15) 鹿 児 島 県 6 4 1 11 (20)
愛 知 県 57 13 2 72 (5) 沖 縄 県 6 3 0 9 (26)
三 重 県 3 3 1 7 (31) 海 外 居 住 3 1 0 4
福 井 県 1 0 0 1 (46)
滋 賀 県 4 2 0 6 (37) 合 計 879 260 14 1,153

合 計 合 計

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
２ 事案類型・請求期間の状況

（１） 請求期間の分類（事案類型）別

注１ 厚生局処理事案の請求期間を単位として計上している（以下、この件数を「請求件数」という。1件の訂正請求（事案）につき複数の請求件数があり得る。）。
２ １つの請求期間が複数の事案類型に該当する場合は、それぞれの事案類型に１件として計上している。
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請求件数 （割合） 請求件数 （割合）

 厚生年金 2,363 (100.0%) 2,206 (100.0%)

①　標準賞与額に係る訂正請求 1,603 (67.8%) 1,437 (65.1%) ・標準賞与額の相違、賞与支払の記録なし等の訂正を求めるもの

②　被保険者期間に係る訂正請求 499 (21.1%) 534 (24.2%) ・資格取得日、喪失日の相違、資格記録（加入記録）なし等の訂正を求めるもの

③　標準報酬月額に係る訂正請求 261 (11.0%) 231 (10.5%) ・標準報酬月額の相違、標準報酬月額の改定記録なし等の訂正を求めるもの

④　その他の訂正請求 0 (0.0%) 4 (0.2%) ・被保険者種別の相違、厚生年金基金加入員区別の相違等の訂正を求めるもの

 国民年金 395 (100.0%) 411 (100.0%)

⑤　保険料納付に係る訂正請求 358 (90.6%) 378 (92.0%) ・国民年金保険料納付記録なし、付加保険料納付記録なし等の訂正を求めるもの

⑥　免除期間に係る訂正請求 21 (5.3%) 32 (7.8%) ・国民年金保険料免除期間の相違、免除期間記録なし等の訂正を求めるもの

⑦　その他の訂正請求 16 (4.1%) 1 (0.2%) ・第3号被保険者期間の相違、資格取得日の相違等の訂正を求めるもの

 脱退手当金 22 (100.0%) 14 (100.0%)

⑧　支給期間の全期間訂正 21 (95.5%) 12 (85.7%) ・脱退手当金の支給対象期間の全期間について、脱退手当金は受給していない旨訂正を求めるもの

⑨　支給期間の一部期間訂正 1 (4.5%) 2 (14.3%) ・脱退手当金の支給対象期間の一部期間について、脱退手当金は受給していない旨訂正を求めるもの

2,780 2,631合 計

事 案 類 型
令 和 ３ 年 度

事 案 類 型 の 内 容
令 和 ２ 年 度

（件）



令２年度請求件数：上段

厚生年金 国民年金 脱退手当金

厚生年金 国民年金 脱退手当金

令和３年度請求件数：下段

Ⅱ 請求内容・処分の状況
２ 事案類型・請求期間の状況

（２） 請求期間（時期）別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案の請求件数である。
２ 請求期間（時期）は、請求期間の始期による(以下同じ。)。
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（件）
《請求期間（時期）別・制度別の請求件数状況》

《国民年金の請求期間（時期）別の状況》《厚生年金の請求期間（時期）別の状況》

厚生 年金 国民 年金 脱退手当金 合 計

以降 以前

～ 昭和16年12月 0 0 0 0

昭和17年1月 ～ 昭和20年12月 7 0 2 9

昭和21年1月 ～ 昭和25年12月 10 0 1 11

昭和26年1月 ～ 昭和30年12月 12 0 4 16

昭和31年1月 ～ 昭和36年3月 23 0 5 28

昭和36年4月 ～ 昭和41年3月 28 19 1 48

昭和41年4月 ～ 昭和46年3月 24 18 0 42

昭和46年4月 ～ 昭和51年3月 39 24 1 64

昭和51年4月 ～ 昭和56年3月 57 59 0 116

昭和56年4月 ～ 昭和61年3月 91 88 0 179

昭和61年4月 ～ 平成3年3月 87 62 0 149

平成3年4月 ～ 平成8年12月 90 31 0 121

平成9年1月 ～ 平成15年3月 89 27 0 116

平成15年4月 ～ 平成19年3月 447 18 0 465

平成19年4月 ～ 平成25年3月 489 18 0 507

平成25年4月 ～ 710 2 0 712

0 0 0 0

2,203 366 14 2,583

不 明

合 計

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
２ 事案類型・請求期間の状況

（３） 請求期間の月数別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案の請求件数である。
２ 請求期間の月数は、請求期間のうち、訂正を求める月数による(以下同じ。)。
３ 厚生年金事案の請求期間の月数「１か月」には、標準賞与額に係る訂正請求（1,４３７件）を含む。
４ 厚生年金事案の「平均月数」には、標準賞与額に係る訂正請求の請求期間は含まない。
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《請求期間の月数別・制度別の請求件数状況》

《厚生年金の請求期間の月数別の状況》 《国民年金の請求期間の月数別の状況》

厚生 年金 国民 年金 脱退手当金 合 計

以上 未満

１か月 1,600 36 0 1,636

２か月 47 17 0 64

３か月 39 22 0 61

４か月 ～ ６か月 65 15 0 80

６か月 ～ ９か月 71 35 0 106

９か月 ～ １２か月 40 18 0 58

１２か月 ～ １８か月 81 38 0 119

１８か月 ～ ２４か月 37 27 0 64

２４か月 ～ ３０か月 37 28 0 65

３０か月 ～ ３６か月 29 29 0 58

３６か月 ～ ４２か月 24 18 2 44

４２か月 ～ ４８か月 19 11 1 31

４８か月 ～ ５４か月 10 12 3 25

５４か月 ～ ６０か月 13 10 0 23

６０か月 ～ 91 50 8 149

0 0 0 0

2,203 366 14 2,583

31.3 月 30.1 月 81.4 月 31.6 月

不 明

合 計

平 均 月 数

（件）
（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
３ 処分別の状況

（１） 請求期間の分類（事案類型）別
ア 請求件数

注１ 厚生局処理事案の請求件数である。
２ １つの請求期間が複数の事案類型に該当する場合は、それぞれの事案類型に１件として計上している。
３ 「不訂正決定」は、全部の請求期間について、その全期間を不訂正決定した件数である。
４ 訂正決定率は、各事案類型ごとの請求件数の合計に対する訂正決定（計）の割合である。
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（件）

《事案類型別の訂正決定率》

全 期 間 一 部 期 間 計 全 期 間 一 部 期 間 計

厚生年金 2,363 1,738 74 1,812 551 2,206 1,502 57 1,559 647

①　標準賞与額に係る訂正請求 1,603 1,481 0 1,481 122 1,437 1,250 0 1,250 187

②　被保険者期間に係る訂正請求 499 146 18 164 335 534 135 11 146 388

③　標準報酬月額に係る訂正請求 261 111 56 167 94 231 117 46 163 68

④　その他の訂正請求 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

国民年金 395 30 3 33 362 411 34 2 36 375

⑤　保険料納付に係る訂正請求 358 29 3 32 326 378 31 1 32 346

⑥　免除期間に係る訂正請求 21 1 0 1 20 32 2 1 3 29

⑦　その他の訂正請求 16 0 0 0 16 1 1 0 1 0

脱退手当金 22 2 0 2 20 14 0 0 0 14

⑧　支給期間の全期間訂正 21 2 0 2 19 12 0 0 0 12

⑨　支給期間の一部期間訂正 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2

2,780 1,770 77 1,847 933 2,631 1,536 59 1,595 1,036

請求件数

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

合 計

請求件数
事 案 類 型 訂 正 決 定

不訂正決定
訂 正 決 定

不訂正決定



Ⅱ 請求内容・処分の状況
３ 処分別の状況

（１） 請求期間の分類（事案類型）別
イ 訂正月数・不訂正月数

注１ 令和３年度の厚生局処理事案に係る訂正決定又は不訂正決定した月数である。
２ それぞれの月数は、請求期間の一部期間について訂正決定又は不訂正決定した月数を含む。
３ １つの請求期間が複数の事案類型に該当する場合は、それぞれの事案類型に月数を計上している。
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合 計

訂 正 月 数 平 均 月 数 最 大 月 数 不 訂 正 月 数 平 均 月 数 最 大 月 数 （ 月 数 ）

厚生年金 7,330月 4.7月 335月 18,466月 26.2月 665月 25,796月

①　標準賞与額に係る訂正請求 1,250月 1.0月 1月 187月 1.0月 1月 1,437月

②　被保険者期間に係る訂正請求 883月 6.0月 74月 14,685月 36.8月 665月 15,568月

③　標準報酬月額に係る訂正請求 5,197月 31.9月 335月 3,227月 28.3月 299月 8,424月

④　その他の訂正請求 0月 0.0月 0月 367月 91.8月 339月 367月

国民年金 462月 12.8月 141月 13,406月 35.6月 285月 13,868月

⑤　保険料納付に係る訂正請求 413月 12.9月 141月 12,508月 36.0月 285月 12,921月

⑥　免除期間に係る訂正請求 46月 15.3月 22月 898月 29.9月 132月 944月

⑦　その他の訂正請求 3月 3.0月 3月 0月 0.0月 0月 3月

脱退手当金 0月 0.0月 0月 1,139月 81.4月 168月 1,139月

⑧　支給期間の全期間訂正 0月 0.0月 0月 1,031月 85.9月 168月 1,031月

⑨　支給期間の一部期間訂正 0月 0.0月 0月 108月 54.0月 0月 108月

7,792月 4.9月 335月 33,011月 30.1月 665月 40,803月

訂 正 決 定

合 計

不 訂 正 決 定



Ⅱ 請求内容・処分の状況
３ 処分別の状況

（２） 請求期間（時期）別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案の請求件数である。
２ 「訂正決定」は、請求期間の全期間又は一部期間について訂正決定した件数である。
３ 「不訂正決定」は、全部の請求期間について、その全期間を不訂正決定した件数である。
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（件）

訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計

以降 以前

～ 昭和16年12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昭和17年1月 ～ 昭和20年12月 3 4 7 0 0 0 0 2 2 3 6 9

昭和21年1月 ～ 昭和25年12月 2 8 10 0 0 0 0 1 1 2 9 11

昭和26年1月 ～ 昭和30年12月 1 11 12 0 0 0 0 4 4 1 15 16

昭和31年1月 ～ 昭和36年3月 3 20 23 0 0 0 0 5 5 3 25 28

昭和36年4月 ～ 昭和41年3月 5 23 28 0 19 19 0 1 1 5 43 48

昭和41年4月 ～ 昭和46年3月 3 21 24 2 16 18 0 0 0 5 37 42

昭和46年4月 ～ 昭和51年3月 9 30 39 3 21 24 0 1 1 12 52 64

昭和51年4月 ～ 昭和56年3月 14 43 57 3 56 59 0 0 0 17 99 116

昭和56年4月 ～ 昭和61年3月 20 71 91 12 76 88 0 0 0 32 147 179

昭和61年4月 ～ 平成3年3月 29 58 87 8 54 62 0 0 0 37 112 149

平成3年4月 ～ 平成8年12月 28 62 90 1 30 31 0 0 0 29 92 121

平成9年1月 ～ 平成15年3月 33 56 89 2 25 27 0 0 0 35 81 116

平成15年4月 ～ 平成19年3月 322 125 447 0 18 18 0 0 0 322 143 465

平成19年4月 ～ 平成25年3月 417 72 489 2 16 18 0 0 0 419 88 507

平成25年4月 ～ 669 41 710 0 2 2 0 0 0 669 43 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,558 645 2,203 33 333 366 0 14 14 1,591 992 2,583

不 明

合 計

合 計

厚 生 年 金 国 民 年 金 脱 退 手 当 金



Ⅱ 請求内容・処分の状況
３ 処分別の状況

（３） 請求期間の月数別

注１ 令和３年度の厚生局処理事案の請求件数である。
２ 「訂正決定」は、請求期間の全期間又は一部期間について訂正決定した件数である。
３ 「不訂正決定」は、全部の請求期間について、その全期間を不訂正決定した件数である。
４ 厚生年金事案の請求期間の月数「１か月」には、標準賞与額に係る訂正請求（1,437件）を含む。
５ 厚生年金事案の「平均月数」には、標準賞与額に係る訂正請求の請求期間は含まない。

21

訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計 訂正決定 不訂正決定 計

以上 未満

１か月 1,337 263 1,600 4 32 36 0 0 0 1,341 295 1,636

２か月 17 30 47 4 13 17 0 0 0 21 43 64

３か月 9 30 39 6 16 22 0 0 0 15 46 61

４か月 ～ ６か月 23 42 65 0 15 15 0 0 0 23 57 80

６か月 ～ ９か月 24 47 71 4 31 35 0 0 0 28 78 106

９か月 ～ １２か月 12 28 40 1 17 18 0 0 0 13 45 58

１２か月 ～ １８か月 31 50 81 8 30 38 0 0 0 39 80 119

１８か月 ～ ２４か月 21 16 37 3 24 27 0 0 0 24 40 64

２４か月 ～ ３０か月 13 24 37 1 27 28 0 0 0 14 51 65

３０か月 ～ ３６か月 10 19 29 0 29 29 0 2 2 10 50 60

３６か月 ～ ４２か月 11 13 24 1 17 18 0 0 0 12 30 42

４２か月 ～ ４８か月 10 9 19 0 11 11 0 1 1 10 21 31

４８か月 ～ ５４か月 3 7 10 0 12 12 0 3 3 3 22 25

５４か月 ～ ６０か月 3 10 13 0 10 10 0 0 0 3 20 23

６０か月 ～ 34 57 91 1 49 50 0 8 8 35 114 149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,558 645 2,203 33 333 366 0 14 14 1,591 992 2,583

25.9月 35.0月 31.3月 13.2月 31.8月 30.1月 - 81.4月 81.4月 24.7月 34.5月 31.6月

合 計

平 均 月 数

厚 生 年 金 国 民 年 金 脱 退 手 当 金 合 計

不 明

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
３ 処分別の状況

（４） 厚生年金の訂正決定事案に係る適用法別の状況

注１ 厚生年金事案に係る令和３年度の厚生局処理事案（訂正決定事案に限る。）の請求件数である。
２ １つの請求期間が複数の規定に該当する場合は、それぞれの該当区分に１件として計上している。
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（件）

• 厚生年金の適用法の内容

① 厚生年金特例法第１条第１項該当
事業主が保険料を源泉控除しながら被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合に該当する。ただし、当該被保険者が、事業主が当該

義務を履行していないことを知っていた又は知り得る状態であったと認められる場合に該当しないものに限る。

② 厚年法第75条ただし書き該当
請求期間当時（保険料徴収権の時効消滅前に）、被保険者の資格取得日等に係る届出を行っていたと判断できる場合等に該当する。

③ 厚年法第75条本文その他該当
①及び②に該当しない場合（保険料徴収権が時効により消滅した後に届出が行われた場合や、被保険者が事業主により保険料を源泉控除されていない場合等）で

あって、請求期間当時、厚生年金保険の被保険者資格要件を満たしていることを前提として、本来届出により記録されるはずの取得日・喪失日等が明らかであると判断で
きる場合に該当する。ただし、訂正を認める期間の保険料徴収権が時効により消滅していれば、保険給付の対象とならない期間として訂正が認められる。

《厚生年金適用法別の訂正状況》

全期間訂正 一部期間訂正 計 全期間訂正 一部期間訂正 計 全期間訂正 一部期間訂正 計

　厚生年金特例法第1条第１項該当 152 58 210 1,148 0 1,148 1,300 58 1,358

　厚年法第75条ただし書き該当 20 10 30 15 0 15 35 10 45

　厚年法第75条本文その他該当 77 67 144 269 0 269 346 67 413

249 135 384 1,432 0 1,432 1,681 135 1,816

被保険者期間等に係る訂正請求 標準賞与額に係る訂正請求 合 計

合 計



Ⅱ 請求内容・処分の状況
４ 関連資料・周辺事情の状況

（１） 請求期間の分類(事案類型)別の収集状況

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象とした件数である。１つの請求期間が複数の事案類型に該当する場合は、それぞれの事案類型に１件として計上している。
２ 「訂正決定」は、請求期間の全期間又は一部期間について訂正決定した件数である。
３ 「不訂正決定」は、全部の請求期間について、その全期間を不訂正決定した件数である。
４ 「積極的事情」は、例えば厚生年金の場合、保険料控除を示す資料が存在する等、訂正請求に理由があると認める判断に資する事情をいう。
５ 「消極的事情」は、例えば厚生年金の場合、当時既に事業所が廃業していた等、訂正請求に理由がないと認める判断に資する事情をいう。
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（件）

積極的事情 消極的事情 積極的事情 消極的事情 積極的事情 消極的事情 積極的事情 消極的事情 積極的事情 消極的事情

厚生年金 1,559 10,640 4,531 6.8 2.9 645 2,120 3,138 3.3 4.9 2,204 12,760 7,669

①　標準賞与額に係る訂正請求 1,250 8,553 3,516 6.8 2.8 187 683 719 3.7 3.8 1,437 9,236 4,235

②　被保険者期間に係る訂正請求 146 1,098 467 7.5 3.2 387 1,248 2,146 3.2 5.5 533 2,346 2,613

③　標準報酬月額に係る訂正請求 163 989 548 6.1 3.4 67 177 249 2.6 3.7 230 1,166 797

④　その他の訂正請求 0 0 0 0.0 0.0 4 12 24 3.0 6.0 4 12 24

国民年金 36 203 78 5.6 2.2 374 554 1,933 1.5 5.2 410 757 2,011

⑤　保険料納付に係る訂正請求 32 185 73 5.8 2.3 345 492 1,794 1.4 5.2 377 677 1,867

⑥　免除期間に係る訂正請求 3 14 4 4.7 1.3 29 62 139 2.1 4.8 32 76 143

⑦　その他の訂正請求 1 4 1 4.0 1.0 0 0 0 0.0 0.0 1 4 1

脱退手当金 0 0 0 0.0 0.0 14 14 72 1.0 5.1 14 14 72

⑧　支給期間の全期間訂正 0 0 0 0.0 0.0 12 12 64 1.0 5.3 12 12 64

⑨　支給期間の一部期間訂正 0 0 0 0.0 0.0 2 2 8 1.0 4.0 2 2 8

合 計 1,595 10,843 4,609 6.8 2.9 1,033 2,688 5,143 2.6 5.0 2,628 13,531 9,752

請求件数
事情の件数 請求件数一件当たりの事情の件数

請求件数
事情の件数 請求件数一件当たりの事情の件数

請求件数
事情の件数

訂 正 決 定 不 訂 正 決 定 合 計



Ⅱ 請求内容・処分の状況
４ 関連資料・周辺事情の状況

（２） 主な積極的事情・消極的事情
ア 厚生年金

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象としている。「事情を含む請求件数」は、訂正決定又は不訂正決定となった請求件数のうち当該事情を含んでいる請求件数を計上しており、
請求件数の多い順に記載している。

２ （ ）内は、当該事案類型に係る決定区分ごとの請求件数に対する当該事情を含む請求件数の割合である。
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積 極 的 事 情 消 極 的 事 情

①　標準賞与額 オンライン記録、被保険者名簿、払出簿等（本人） 1,240 (99.2%) 関連資料及び周辺事情がない 154 (82.4%) 訂正決定

代表取締役・事業主陳述・回答 917 (73.4%) 代表取締役・事業主陳述・回答 111 (59.4%) 1,250

商業登記簿謄本等 876 (70.1%) その他の陳述・回答 67 (35.8%) 不訂正決定

預貯金通帳（写）・預金取引明細（本人） 668 (53.4%) 役員・事業所関係者陳述・回答 50 (26.7%) 187

給与明細書（本人） 654 (52.3%) その他の資料 44 (23.5%)

②　被保険者期間 適用事業所の記録・要件あり 135 (92.5%) 関連資料及び周辺事情がない 340 (87.6%) 訂正決定

代表取締役・事業主陳述・回答 100 (68.5%) 代表取締役・事業主陳述・回答 256 (66.0%) 146

オンライン記録、被保険者名簿、払出簿等（本人） 97 (66.4%) 雇用保険記録（本人） 208 (53.6%) 不訂正決定

雇用保険記録（本人） 95 (65.1%) オンライン記録、被保険者名簿、払出簿等（本人以外） 132 (34.0%) 388

商業登記簿謄本等 86 (58.9%) 上司、従業員陳述・回答 132 (34.0%)

③　標準報酬月額 オンライン記録、被保険者名簿、払出簿等（本人） 163 (100.0%) 代表取締役・事業主陳述・回答 50 (73.5%) 訂正決定

給与明細書（本人） 133 (81.6%) 関連資料及び周辺事情がない 43 (63.2%) 163

商業登記簿謄本等 105 (64.4%) 給与明細書（本人） 27 (39.7%) 不訂正決定

代表取締役・事業主陳述・回答 78 (47.9%) 厚年基金記録（本人） 24 (35.3%) 68

雇用保険記録（本人） 62 (38.0%) 上司、従業員陳述・回答 24 (35.3%)

請求件数
不 訂 正 決 定訂 正 決 定

事情を含む請求件数 事情を含む請求件数

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
４ 関連資料・周辺事情の状況

（２） 主な積極的事情・消極的事情
イ 国民年金

ウ 脱退手当金

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象としている。「事情を含む請求件数」は、訂正決定又は不訂正決定となった請求件数のうち当該事情を含んでいる請求件数を計上しており、
請求件数の多い順に記載している。

２ （ ）内は、当該事案類型に係る決定区分ごとの請求件数に対する当該事情を含む請求件数の割合である。
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積 極 的 事 情 消 極 的 事 情

⑤　保険料納付 請求期間が短期間 22 (68.8%) 別番号の払出なし 237 (68.5%) 訂正決定

請求期間の数が少数 16 (50.0%) 請求期間は未加入期間であるため納付できない 152 (43.9%) 32

請求期間の前後の期間は納付済 13 (40.6%) 記憶があいまい、主張に不自然さあり 143 (41.3%) 不訂正決定

その他の資料 12 (37.5%) 主張の矛盾・事実との相違 115 (33.2%) 346

請求期間の直前又は直後は納付済 12 (37.5%) 請求者が納付等に非関与 113 (32.7%)

⑥　免除期間 請求期間の前後の期間は免除【免除】 2 (66.7%) 別番号の払出なし 15 (51.7%) 訂正決定

当時の所得は免除承認範囲【免除】 2 (66.7%) 記憶があいまい、主張に不自然さあり 13 (44.8%) 3

請求期間が短期間 1 (33.3%) 承認の記憶があいまい【免除】 13 (44.8%) 不訂正決定

請求期間に不適切な事務処理あり 1 (33.3%) 請求期間に免除がなかったことを裏付ける記録等【免除】 11 (37.9%) 29

払出後であり、免除手続が可能【免除】 1 (33.3%) その他の資料 9 (31.0%)

事情を含む請求件数

不 訂 正 決 定
請求件数

事情を含む請求件数

訂 正 決 定

積 極 的 事 情 消 極 的 事 情

⑧　全期間訂正 - - - 資格喪失後6か月以内の支給 10 (83.3%) 訂正決定

支給額に計算誤りなし 10 (83.3%) 0

当時の同僚の記録（大部分に支給記録あり） 8 (66.7%) 不訂正決定

通算年金創設前支給 4 (33.3%) 12

訂正請求期間と訂正請求期間後の記号番号別 4 (33.3%)

不 訂 正 決 定訂 正 決 定
請求件数

事情を含む請求件数事情を含む請求件数

（件）

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
５ 日本年金機構段階の訂正状況

○ 日本年金機構段階の訂正処理件数（令和３年度）

注１ 令和３年度の機構処理事案を対象とし、一部の請求期間について年金事務所で記録訂正した事案を含む。
２ １つの事案が複数の訂正処理基準に該当する場合は、それぞれの該当区分に１件として計上している。
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処理件数

厚生年金 5,031 (99.9%) <100.0%>

①　不適正な遡及処理事案の同僚事案 2 (0.0%) <0.0%>

②　全喪年月日以降に遡及訂正処理がある事案 1 (0.0%) <0.0%>

③　不適正な遡及訂正処理の可能性がある事案 3 (0.1%) <0.1%>

④　災害等により被保険者記録が滅失した事案 0 (0.0%) <0.0%>

⑤　資格喪失日が不明である事案 0 (0.0%) <0.0%>

⑥　賞与に係る保険料控除が明らかな事案 4,884 (97.0%) <97.1%>

⑦　転勤に伴う未加入期間がある事案 9 (0.2%) <0.2%>

⑧　保険料を控除した事実が明らかな事案 132 (2.6%) <2.6%>

国民年金 3 (0.1%) <100.0%>

⑨　関連資料がある事案 2 (0.0%) <66.7%>

⑩　関連資料がない事案 1 (0.0%) <33.3%>

0 (0.0%)

5,034 (100.0%)

訂 正 処 理 基 準 区 分

脱退手当金（⑪）

合 計

（割合）

（件）



Ⅱ 請求内容・処分の状況
５ 日本年金機構段階の訂正状況

• 訂正処理基準区分の内容

① 不適正な遡及処理事案の同僚事案
訂正決定した事案のうち、事業所全喪日以降に、遡及した標準報酬月額の引き下げ処理又は遡及した資格喪失処理が行われている事案の請求者と同一事業所に

同一時期に勤務していた申立人の申立てであること

② 全喪年月日以降に遡及訂正処理がある事案
全喪年月日以降に、遡及した標準報酬月額等の記録訂正処理又は遡及した資格喪失年月日の訂正処理が行われている事案であって、不適正な遡及訂正処理の

可能性のある事案であること

③ 不適正な遡及訂正処理の可能性がある事案
不適正な遡及訂正処理が行われた可能性のある記録を抽出するために用いた３条件（※）の全てに該当する事案であること
※ ａ 標準報酬月額の引き下げ処理と同日又は翌日に資格喪失処理が行われている

ｂ ５等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている
ｃ ６か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている

④ 災害等により被保険者記録が滅失した事案
年金事務所等において保管する紙台帳が、火災、地震、風水害又は戦災等によって滅失若しくは棄損しているもの又は不鮮明であるもので、資格記録等が確認で

きない事案であること

⑤ 資格喪失日が不明である事案
年金事務所等において保管していた紙台帳等が存在するものの、当該紙台帳等の資格喪失年月日に係る記載がない又は不鮮明等の理由により、当該紙台帳等

から資格喪失年月日を確認することができない事案であること

⑥ 賞与に係る保険料控除が明らかな事案（厚生年金特例法施行規則第１条第１項第１号該当）
事業主が被保険者が負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料があること

⑦ 転勤に伴う未加入期間がある事案（厚生年金特例法施行規則第１条第１項第２号該当）
転勤に伴う未加入期間が一月であり、事業主が被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合等であって、事業主が、被保険者

が負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、特例納付保険料を納付する意志を表示していること

⑧ 保険料を控除した事実が明らかな事案（厚生年金特例法施行規則第１条第１項第３号該当）
事業主が被保険者を使用していた事実及び被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料があること

⑨ 関連資料がある事案
国民年金保険料の口座振替記録がある預貯金通帳、確定申告書（控）、家計簿、納付組織の預かり証等の関係資料に基づき保険料を納付していたものと認定され

ること

⑩ 関連資料がない事案
関連資料はないものの、未納期間が1年以下であって、申立期間以外に未納がなく、申立期間に引き続く前後の期間が保険料納付済期間であるなど、記録の状態

から保険料を納付していたものと認定されること

⑪ 脱退手当金
本人が請求したとは考えがたい、又は支給事務に不適切な処理がうかがえること、支給日より前に脱退手当金の計算の基礎とされていない被保険者期間があること
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（１） 部会の開催状況（令和３年度）

注 審議件数は、部会で審議した事案の延べ件数である（１つの事案につき複数回審議を行った事案がある。）。

（２） 口頭意見陳述の実施状況（令和３年度）
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Ⅲ その他の事業状況
１ 地方年金記録訂正審議会

注 口頭意見陳述を実施した延べ事案件数である。

本 局 千葉分室 東京分室 神奈川分室

（部　会　数） (1) (2) (6) (2) (6) (3) (4) (5) (2) (1) (3) (35)

部会開催回数 23 28 92 27 129 45 47 80 20 11 41 543

審議件数 101 70 125 44 255 87 129 190 29 24 125 1,179

厚生年金 89 63 89 27 198 71 100 140 18 9 94 898

国民年金 12 6 32 17 57 15 25 46 11 15 29 265

脱退手当金 0 1 4 0 0 1 4 4 0 0 2 16

中国四国
厚 生 局

四　　国
厚生支局

九州厚生局 合 計
北 海 道
厚 生 局

東北厚生局
関 東 信 越 厚 生 局 東海北陸

厚 生 局
近畿厚生局

本 局 千葉分室 東京分室 神奈川分室

口頭意見陳述 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4

厚生年金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

国民年金 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

近畿厚生局
中国四国
厚 生 局

四　　国
厚生支局

九州厚生局 合 計
北 海 道
厚 生 局

東北厚生局
関 東 信 越 厚 生 局 東海北陸

厚 生 局

（件）

（件）



（３） 諮問期間の状況

注１ 令和３年度の厚生局処理事案を対象とし、諮問答申が行われた事案の件数である。
２ 諮問期間は、諮問年月日の翌日から答申年月日までの日数である。
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Ⅲ その他の事業状況
１ 地方年金記録訂正審議会

《全制度合計・諮問期間階層別の件数》厚生年金 国民年金 脱退手当金 合 計

172 54 3 229

8日 ～ 14日 448 114 8 570

15日 ～ 21日 132 42 2 176

22日 ～ 30日 42 19 0 61

31日 ～ 60日 53 19 0 72

61日 ～ 90日 15 10 1 26

17 2 0 19

879 260 14 1,153

16.4 日 17.0 日 14.4 日 16.5 日

7 日 以 内

91 日 以 上

合 計

平 均 日 数

（件）

（件）
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注１ 「受付件数」は、当該期間中に審査請求書を受け付けた件数である。
２ 平成28年度受付分については、平成28年４月から施行された改正後の行政不服審査法(審理員による新たな審理手続きの導入により公正性の向上を図る等を内容とするもの）
対象事案に加えて、改正前の同法対象事案も計上されている。

３ 「認容」は、一部認容裁決も含んだ件数である。
４ 「棄却」は、一部却下裁決も含んだ件数である。

Ⅲ その他の事業状況
２ 審査請求

（１） 審査請求の受付・処理件数
（件）

厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計

84 77 15 176 94 62 11 167 35 30 8 73 44 29 5 78

15 13 2 30 67 65 13 145 59 40 5 104 49 31 7 87

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2

15 11 2 28 63 57 13 133 55 37 5 97 39 30 7 76

0 2 0 2 4 8 0 12 3 3 0 6 8 1 0 9

2 0 0 2 0 1 0 1 5 1 0 6 3 2 0 5

厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計 厚生年金 国民年金 脱退手当金 計

46 24 7 77 24 27 5 56 35 23 2 60 16 4 2 22

74 52 15 141 34 24 3 61 26 29 6 61 22 12 2 36

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

69 50 15 134 28 24 3 55 22 29 5 56 18 12 2 32

4 2 0 6 5 0 0 5 3 0 0 3 4 0 0 4

3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取下げ

受　付

裁　決

棄却

却下

認容

平成28年度 平成29年度平成27年度 平成30年度

令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度上期

（令和４年９月末現在）

取下げ

受　付

裁　決

認容

棄却

却下

（件）



注 被保険者の年齢は、年金事務所における訂正請求の受付日時点の年齢である
（被保険者が死亡している場合も同じ。）。

《被保険者年齢階層別・制度別の状況》

《被保険者年齢階層別の状況》

31

Ⅲ その他の事業状況
２ 審査請求

（２） 被保険者年齢階層別

（３） 被保険者の区分別
• 裁定済み者

訂正請求をする時点において、既に年金給付の裁定を受けている者
（年金受給者）

• 納付要件充足者
訂正請求をする時点においては受給要件を満たしていないが、訂正

請求が全部認められれば、老齢年金の保険料納付要件を満たす者

• その他
「裁定済み者」及び「納付要件充足者」以外の者（現存被保険者、受給

開始年齢前の者、受給要件を満たしている未裁定の者等）

（件）

（件）

厚生年金 国民年金 脱退手当金 合 計

以上　　　　　未満

80歳　～         4 1 1 6

75歳　～　80歳 4 3 1 8

70歳　～　75歳 8 2 0 10

65歳　～　70歳 4 3 0 7

60歳　～　65歳 1 4 0 5

50歳　～　60歳 9 9 0 18

40歳　～　50歳 2 1 0 3

30歳　～　40歳 2 0 0 2

20歳　～　30歳 1 0 0 1

18歳　～　20歳 0 0 0 0

         ～　18歳 0 0 0 0

合 計 35 23 2 60

裁定済み者 納付要件充足者 そ の 他 合 計

18 2 15 35

10 0 13 23

2 0 0 2

30 2 28 60

50.0% 3.3% 46.7% 100.0%割　合

合 計

被 保 険 者 の 区 分

厚 生 年 金

国 民 年 金

脱 退 手 当 金

（件）
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Ⅲ その他の事業状況
２ 審査請求

（４） 請求期間の分類（事案類型）別

注１ 請求期間を単位として計上している。１つの審査請求につき複数の請求期間があり得る。
２ １つの請求期間が複数の事案類型に該当する場合は、それぞれの事案類型に１件として計上している。

請求件数 （割合） 請求件数 （割合）

 厚生年金 54 (100.0%) 118 (100.0%)

①　標準賞与額に係る訂正請求 3 (5.6%) 33 (28.0%) ・標準賞与額の相違、賞与支払の記録なし等の訂正を求めるもの

②　被保険者期間に係る訂正請求 39 (72.2%) 70 (59.3%) ・資格取得日、喪失日の相違、資格記録（加入記録）なし等の訂正を求めるもの

③　標準報酬月額に係る訂正請求 12 (22.2%) 15 (12.7%) ・標準報酬月額の相違、標準報酬月額の改定記録なし等の訂正を求めるもの

④　その他の訂正請求 0 (0.0%) 0 (0.0%) ・被保険者種別の相違、厚生年金基金加入員区別の相違等の訂正を求めるもの

 国民年金 33 (100.0%) 33 (100.0%)

⑤　保険料納付に係る訂正請求 27 (81.8%) 27 (81.8%) ・国民年金保険料納付記録なし、付加保険料納付記録なし等の訂正を求めるもの

⑥　免除期間に係る訂正請求 5 (15.2%) 0 (0.0%) ・国民年金保険料免除期間の相違、免除期間記録なし等の訂正を求めるもの

⑦　その他の訂正請求 1 (3.0%) 6 (18.2%) ・第3号被保険者期間の相違、資格取得日の相違等の訂正を求めるもの

 脱退手当金 6 (100.0%) 2 (100.0%)

⑧　支給期間の全期間訂正 5 (83.3%) 2 (100.0%) ・脱退手当金の支給対象期間の全期間について、脱退手当金は受給していない旨訂正を求めるもの

⑨　支給期間の一部期間訂正 0 (0.0%) 0 (0.0%) ・脱退手当金の支給対象期間の一部期間について、脱退手当金は受給していない旨訂正を求めるもの

⑩　その他の訂正請求 1 (16.7%) 0 (0.0%) ・脱退手当金の支給対象期間の支給額の相違等の訂正を求めるもの

93 153合 計

事 案 類 型
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

事 案 類 型 の 内 容

（件）
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注1） 「① 訴訟事件の件数」は、令和２年度までに提訴
された訴訟事件と令和３年４月１日から令和４年９月
30日までに提訴された訴訟事件の合計件数を計上
している。

Ⅲ その他の事業状況
３ 訴訟

（１） 提訴の状況

（２） 訴訟事件における審査請求の状況

（３） 判決・係争の状況

注1）

注4）

注4） 「令和４年度上期末時点において係争中」は、令和
４年度上期末（令和４年９月30日）時点において係争
中の訴訟事件の件数を計上している。

注3） 「⑥ 取下げ件数」は、訴えを取り下げた訴訟事件の
件数を計上している。

注2） 「⑤ 確定した判決件数」は、判決が確定した訴訟
事件の件数を計上している。

注3）

注2）

※ 厚生年金３件及び脱退手当金２件は、年金の給付等
についても請求している。

42 12 7 61

2 3 1 6

0 2 0 2

32 ※ 13 5 ※ 50

8 3 3 ※ 14

1 0 0 1

3 1 0 4

原処分及び裁決の取消

裁決の取消

その他

　請求の趣旨

原処分の取消

44 17 8 69

② 令和２年度までの提訴

③ 令和３年度における提訴

④ 令和４年度上期における提訴

　事案類型

・被保険者期間 29件
・標準報酬月額 14件
・その他　　　　　　3件
　※重複事案あり

・納付記録 17件
・全期間     7件
・一部期間 １件

① 訴訟事件の件数
　　　 （　②＋ (③＋④)　）

厚生年金 国民年金 脱退手当金 計

6 0 0 6

25 10 7 42

13 7 1 21　審査請求なし

　審査請求あり 31 10 7

脱退手当金 計

48

厚生年金 国民年金

裁決後の提訴

裁決前の提訴

　令和４年度上期末時点において係争中
   　 　（　①－ (⑤＋⑥)　）

8 5 2 15

48

1 6

5

⑥ 取下げ件数 5 0

厚生年金 国民年金 脱退手当金 計

⑤ 確定した判決件数 31 12

（件）

（件）

（件）



処 理 機 関 所 管 業 務 権 限 の 委 任 等 執 行 体 制

厚生労働大臣 • 原簿の訂正に関する方針（基本方
針）並びに基本方針に基づく認定
基準、事務取扱等の制定及び変更

• 社会保障審議会年金記録訂正分
科会の庶務

• 訂正請求に対する処分に係る審査
請求に関する事務

＿＿＿

年金局事業管理課
に年金記録審査室
を設置

地方厚生（支）局長 • 訂正請求に係る調査及び審査、処
分に係る諮問、決定処分その他訂
正請求に関する事務

• 地方年金記録訂正審議会の庶務

次の厚生労働大臣の権限を地方厚生
（支）局長に委任（厚年法第100条の９第１項
及び第２項、国年法第109条の９第１項及び第２
項）

• 訂正請求に関して、関係機関等に資
料の提供及び報告を求める権限（厚年
法施行規則第108条第１項第３号、国年法施
行規則第113条第１項第１号）

• 訂正請求に対して決定処分をする権
限（厚年法施行令第４条の４の２、国年法施
行令第11条の12の２）

• 地 方 厚 生 （ 支 ）
局に年金審査課
を設置

• 関 東 信 越 厚 生
局に千葉、東京
及 び 神 奈 川 の
各 年 金 審 査 分
室を設置

日本年金機構 • 訂正請求を受理するとともに、事業
所又は関係機関等から参考資料を
収集

• 日本年金機構段階で訂正できる場
合に該当するときは、請求者の同
意を得て、記録を訂正

• 訂正請求を受理する権限を日本年金
機構に委任（厚年法第100条の４第１項第７
号の２、国年法第109条の４第１項第４号の２）

• 日本年金機構段階で記録訂正できる
旨を基本方針「第４」に規定

全国の年金事務所
（312か所）で訂正
請求を受理
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Ⅳ 事務実施体制
１ 事務執行体制



諮 問 機 関 所 掌 事 務 諮 問 機 関 の 読 替 体 制 ・ 構 成

社会保障審議会
年金記録訂正分科会

基本方針又は基本方針に基づ
く認定基準、事務取扱等を定
め若しくは変更するときに、厚
生労働大臣から諮問を受け、
答申する

＿＿＿

大学教授、弁護士、社会保険労
務士、税理士等の民間有識者10
名により構成

地方年金記録訂正審
議会

• 訂正請求に対する決定処分
をする際、地方厚生（支）局
長の諮問を受け、答申する

• 上記の諮問について、事業
主が保険料を控除した事実
があるにもかかわらず、保
険料を納付した事実が明ら
かでない場合に該当すると
きは、その旨の意見を述べ
る

訂正請求の決定処分に係る権
限が地方厚生局（支）長に委任
された場合は、左記の事務は
地方年金記録訂正審議会が行
う（厚年法第100条の９第３項、国年
法第109条の９第３項、厚生年金特例
法第１条第１項）

• 地方厚生局（全国７か所）に設
置され、弁護士、社会保険労
務士、税理士、行政書士等の
民間有識者（全国で147名）に
より構成

• 審議会の下に原則委員４名で
構成される部会（全国で35部
会）を設置

• 四国厚生支局及び年金審査
分室には、当該拠点の専門部
会（12部会）を設置

（令和４年４月現在）
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Ⅳ 事務実施体制
２ 諮問機関



年金記録の訂正手続の流れ

勤務先の事業主･総務担当･同僚などの
関係者や市区町村、税務署、金融機関、

厚生年金基金、健康保険組合 など

＜厚生労働省＞

地方年金記録訂正審議会

① 訂正請求書を提出

厚生労働大臣
または裁判所

年金記録の訂正を求める被保険者等

⑤ 回答･報告
④ 調査･照会

⑦ 答申

⑧ 訂正または不訂正
の決定通知を送付

⑨ 審査請求または提訴

＜日本年金機構＞

参考資料１ 年金記録の訂正手続について

地 方 厚 生 支 局

⑥ 諮問

年 金 事 務 所
（請求書の受付･記録の確認調査及び訂正）

③ 訂正請求書を地方厚生 支 局に送付
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① 年金記録が事実と異なると思われる被保険者等は、年金
事務所に訂正請求書を提出

② 年金事務所において記録の確認調査を行い、記録訂正で
きるものは､年金事務所で速やかに記録を訂正｡年金受給
権者の場合は、訂正後の記録に基づいて年金額を変更

③ 年金事務所で記録訂正できないものは、訂正請求書を
地方厚生 支 局に送付

④･⑤ 地方厚生(支)局において関連資料や周辺事情の収集・
調査を実施

⑥･⑦ 地方年金記録訂正審議会（弁護士、社会保険労務士、
税理士などの有識者による会議）において審議

⑧ 地方厚生 支 局長は地方年金記録訂正審議会の審議結果
に基づき、訂正（不訂正）を決定

⑨ 決定に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請
求または裁判所に訴訟を提起

② 年金事務所で調査し
訂正できるものは訂正

（訂正手続の流れ）

○ 総務省に年金記録確認第三者委員会が平成19年６月臨時の機関として設けられ、発足当初は主に過去の記録の訂正を求める

「年金記録の確認申立て」の調査や審議が行われていましたが、事業主の届出漏れ・誤りに起因するなど比較的最近の記録の訂正

を求める申立てが増えてきたことから、恒常的な記録の訂正手続を整備することが求められました。

○ このため平成26年６月に法律を改正、年金制度に恒常的な記録訂正の手続を新たに整備し、平成27年３月から年金事務所に

おいて年金記録の「訂正請求」の受付を開始、同年４月から地方厚生局に設置された民間有識者からなる「地方年金記録訂正審議会」

において審議が開始されました。



参考資料２ 訂正請求の受付・処理状況（年月別）

注１ 受付件数は、当該月に年金事務所が訂正請求書を受け付けた件数である。
２ 処理件数は、当該月に①地方厚生（支）局で処理した件数、②日本年金機構が記録訂正した件数（請求期間の全期間を訂正した場合に限る。）の合計である。
３ 令和３年度計は、令和３年4月から令和４年3月までの間の各件数の合計である。
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（件）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

5,294 370 390 940 460 322 515 408 850 445 330 573 410 6,013

厚生年金 4,998 348 372 909 436 309 497 377 834 410 309 558 384 5,743

（個別請求） 1,244 133 120 114 72 155 131 110 151 136 111 148 150 1,531

（一括請求） 3,754 215 252 795 364 154 366 267 683 274 198 410 234 4,212

国民年金 276 20 16 30 23 13 18 30 15 34 20 14 25 258

脱退手当金 20 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12

4,727 276 314 602 611 526 679 371 584 390 568 740 404 6,065

厚生年金 4,460 262 303 569 574 508 663 346 555 362 549 717 380 5,788

（個別請求） 1,230 73 76 138 162 89 103 108 115 95 123 100 129 1,311

（一括請求） 3,230 189 227 431 412 419 560 238 440 267 426 617 251 4,477

国民年金 244 14 10 30 37 17 15 23 27 26 19 22 23 263

脱退手当金 23 0 1 3 0 1 1 2 2 2 0 1 1 14

1,207 53 53 125 173 94 86 80 105 95 90 92 107 1,153

厚生年金 943 39 42 92 136 76 70 55 77 68 71 69 84 879

（個別請求） 815 38 38 84 113 61 68 54 72 58 68 60 74 788

（一括請求） 128 1 4 8 23 15 2 1 5 10 3 9 10 91

国民年金 241 14 10 30 37 17 15 23 26 25 19 22 22 260

脱退手当金 23 0 1 3 0 1 1 2 2 2 0 1 1 14

3,520 223 261 477 438 432 593 291 479 295 478 648 297 4,912

厚生年金 3,517 223 261 477 438 432 593 291 478 294 478 648 296 4,909

（個別請求） 415 35 38 54 49 28 35 54 43 37 55 40 55 523

（一括請求） 3,102 188 223 423 389 404 558 237 435 257 423 608 241 4,386

国民年金 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 20 45 38 28 36 14 18 21 21 26 21 22 310

厚生年金 253 17 41 38 24 30 14 17 20 19 25 19 18 282

（個別請求） 156 10 22 18 15 11 9 17 18 13 15 14 14 176

（一括請求） 97 7 19 20 9 19 5 0 2 6 10 5 4 106

国民年金 30 3 3 0 4 6 0 1 1 2 1 2 4 27

脱退手当金 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

訂 正 請 求 の 取 下 げ 等

受 付 件 数

処 理 件 数

地方厚生(支)局で処理

日本年金機構で記録訂正

件 数 の 区 分
令 和 ３
年 度 計

令 和 ４ 年令 和 ２
年 度 計

令 和 ３ 年



参考資料２ 訂正請求の受付・処理状況（年月別）

38

（件）

注１ 速報値につき、変更があり得る。
２ 受付件数は、当該月に年金事務所が訂正請求書を受け付けた件数である。
３ 処理件数は、当該月に①地方厚生（支）局で処理した件数、②日本年金機構が記録訂正した件数（請求期間の全期間を訂正した場合に限る。）の合計である。
４ 令和４年度計は、令和４年4月から同年9月までの間の各件数の合計であり、累計は、平成27年3月から令和４年9月までの間の各件数の合計（切替事案を含む。）である。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

338 196 249 199 571 418 -          -          -          -          -          -          1,971 39,697

厚生年金 327 180 233 186 557 393 -          -          -          -          -          -          1,876 36,286

（個別請求） 95 68 65 82 156 101 -          -          -          -          -          -          567 13,687

（一括請求） 232 112 168 104 401 292 -          -          -          -          -          -          1,309 22,599

国民年金 11 15 15 10 14 25 -          -          -          -          -          -          90 3,148

脱退手当金 0 1 1 3 0 0 -          -          -          -          -          -          5 263

273 209 394 203 318 471 -          -          -          -          -          -          1,868 35,932

厚生年金 260 186 373 194 303 447 -          -          -          -          -          -          1,763 32,953

（個別請求） 92 97 111 59 124 135 -          -          -          -          -          -          618 11,748

（一括請求） 168 89 262 135 179 312 -          -          -          -          -          -          1,145 21,205

国民年金 13 22 20 9 14 23 -          -          -          -          -          -          101 2,744

脱退手当金 0 1 1 0 1 1 -          -          -          -          -          -          4 235

72 93 93 53 92 101 -          -          -          -          -          -          504 11,919

厚生年金 59 70 72 44 78 78 -          -          -          -          -          -          401 9,021

（個別請求） 51 62 61 36 75 71 -          -          -          -          -          -          356 8,058

（一括請求） 8 8 11 8 3 7 -          -          -          -          -          -          45 963

国民年金 13 22 20 9 13 22 -          -          -          -          -          -          99 2,668

脱退手当金 0 1 1 0 1 1 -          -          -          -          -          -          4 230

201 116 301 150 226 370 -          -          -          -          -          -          1,364 24,013

厚生年金 201 116 301 150 225 369 -          -          -          -          -          -          1,362 23,932

（個別請求） 41 35 50 23 49 64 -          -          -          -          -          -          262 3,690

（一括請求） 160 81 251 127 176 305 -          -          -          -          -          -          1,100 20,242

国民年金 0 0 0 0 1 1 -          -          -          -          -          -          2 76

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -          -          -          -          -          -          0 5

11 14 28 16 14 12 -          -          -          -          -          -          95 2,440

厚生年金 11 14 25 16 12 12 -          -          -          -          -          -          90 2,106

（個別請求） 10 10 18 16 12 8 -          -          -          -          -          -          74 1,484

（一括請求） 1 4 7 0 0 4 -          -          -          -          -          -          16 622

国民年金 0 0 3 0 2 0 -          -          -          -          -          -          5 313

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -          -          -          -          -          -          0 21

累 計
令 和 ４
年 度 計

件 数 の 区 分
令 和 ５ 年令 和 ４ 年

受 付 件 数

処 理 件 数

地方厚生(支)局で処理

日本年金機構で記録訂正

訂 正 請 求 の 取 下 げ 等



参考資料３ 厚生局処理事案に係る処分状況（年月別）

注１ 当該月に地方厚生（支）局で処分した事案の件数である。
２ 令和3年度計は、令和３年4月から令和４年3月までの間の各件数の合計である。
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（件）



参考資料３ 厚生局処理事案に係る処分状況（年月別）

40

（件）

注１ 速報値につき、変更があり得る。
２ 当該月に地方厚生（支）局で処分した事案の件数である。
３ 令和４年度計は、令和４年４月から同年9月までの間の各件数の合計であり、累計は、平成27年3月から令和４年9月までの間の各件数の合計（切替事案を含む。）である。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

44 53 57 34 64 50 -           -           -           -           -           -           302 6,253

厚生年金 43 53 56 34 62 48 -           -           -           -           -           -           296 5,895

（個別請求） 35 45 45 27 59 41 -           -           -           -           -           -           252 4,986

（一括請求） 8 8 11 7 3 7 -           -           -           -           -           -           44 909

国民年金 1 0 1 0 2 2 -           -           -           -           -           -           6 343

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 15

36 49 47 29 54 42 -           -           -           -           -           -           257 5,254

厚生年金 35 49 46 29 52 40 -           -           -           -           -           -           251 4,989

（個別請求） 27 41 35 22 49 33 -           -           -           -           -           -           207 4,104

（一括請求） 8 8 11 7 3 7 -           -           -           -           -           -           44 885

国民年金 1 0 1 0 2 2 -           -           -           -           -           -           6 250

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 15

8 4 10 5 10 8 -           -           -           -           -           -           45 999

厚生年金 8 4 10 5 10 8 -           -           -           -           -           -           45 906

（個別請求） 8 4 10 5 10 8 -           -           -           -           -           -           45 882

（一括請求） 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 24

国民年金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 93

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 0

28 40 36 19 28 51 -           -           -           -           -           -           202 5,641

厚生年金 16 17 16 10 16 30 -           -           -           -           -           -           105 3,117

（個別請求） 16 17 16 9 16 30 -           -           -           -           -           -           104 3,063

（一括請求） 0 0 0 1 0 0 -           -           -           -           -           -           1 54

国民年金 12 22 19 9 11 20 -           -           -           -           -           -           93 2,310

脱退手当金 0 1 1 0 1 1 -           -           -           -           -           -           4 214

0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 25

厚生年金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 9

（個別請求） 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 9

（一括請求） 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 0

国民年金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 15

脱退手当金 0 0 0 0 0 0 -           -           -           -           -           -           0 1

72 93 93 53 92 101 -           -           -           -           -           -           504 11,919

厚生年金 59 70 72 44 78 78 -           -           -           -           -           -           401 9,021

（個別請求） 51 62 61 36 75 71 -           -           -           -           -           -           356 8,058

（一括請求） 8 8 11 8 3 7 -           -           -           -           -           -           45 963

国民年金 13 22 20 9 13 22 -           -           -           -           -           -           99 2,668

脱退手当金 0 1 1 0 1 1 -           -           -           -           -           -           4 230

請 求 却 下

合 計

訂 正 決 定

全 期 間 訂 正

一 部 期 間 訂 正

不 訂 正 決 定

累 計
令 和 ４ 年

処 分 の 区 分
令 和 ５ 年 令 和 ４

年 度 計



参考資料４ 関係条文

厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から
第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
七の二 第二十八条の二第一項（同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。）の規定による請求の受理

（地方厚生局長等への権限の委任）
第百条の九 この法律に規定する厚生労働大臣の権限（第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。）は、厚生労働省令（第
二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令（第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定める
ところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

３ 第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合（前項の規定により同条に規定する厚生労
働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。）には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める
審議会」とする。

厚生年金保険法施行令（昭和29年政令第110号）

（地方厚生局長等への権限の委任）
第四条の四の二 法第二十八条の四 に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項 （同条第二項 及び第三項 において準用する場
合を含む。次項において同じ。）の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所（年金事務所（日本年金機構法 （平成十九年法律第百九号）第二
十九条 に規定する年金事務所をいう。以下同じ。）を含む。次項において同じ。）の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣
が自らその権限を行うことを妨げない。

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項 の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管
轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

厚生年金保険法施行規則（昭和29年厚生省令第37号）

（地方厚生局長等への権限の委任）
第百八条 法第百条の九第一項 の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権
限を自ら行うことを妨げない。
三 法第百条の二第二項 の規定による資料の提供の求め（訂正請求に係るものに限る。）並びに同条第五項 の規定による資料の提供の求め及び報
告の求め（訂正請求に係るものに限る。）
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参考資料４ 関係条文

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成19年法律第131号）

（保険給付等に関する特例等）
第一条 厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第二十八条の四第三項 の規定による諮問に応じた社会保障審議会（同法第百条の九第
一項 又は第二項 の規定により同法第二十八条の四 に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっ
ては、同法第百条の九第三項 の規定により読み替えて適用する同法第二十八条の四第三項 に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。
以下この項及び第十五条において同じ。）の調査審議の結果として、同法第二十七条 に規定する事業主が、同法第八十四条第一項 又は第二項 の
規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項 の保険料を納付する義務
を履行したことが明らかでない場合（当該保険料（以下「未納保険料」という。）を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条 の規定によ
る届出若しくは同法第三十一条第一項 の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項 （同条第二項 及び第三項 において準用する場合
を含む。次項において同じ。）の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。）に該
当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者（以下「特例対
象者」という。）に係る同法 の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定（以下この
条及び次条において「確認等」という。）を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態
であったと認められる場合には、この限りでない。

国民年金法（昭和34年法律第141号）

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任）
第百九条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第三条第二項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定によ
り市町村長が行うこととされたものを除く。）は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一
号、第三十二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
四の二 第十四条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定による請求の受理

（地方厚生局長等への権限の委任）
第百九条の九 この法律に規定する厚生労働大臣の権限（第百九条の五第一項及び第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。）は、
厚生労働省令（第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令（第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定めるとこ
ろにより、地方厚生支局長に委任することができる。

３ 第一項の規定により第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合（前項の規定により同条に規定する厚生労働
大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。）には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審
議会」とする。
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参考資料４ 関係条文

国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）

（地方厚生局長等への権限の委任）
第十一条の十二の二 法第十四条の四 に規定する厚生労働大臣の権限は、法第十四条の二第一項 （同条第二項 において準用する場合を含む。 次
項において同じ。）の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所（年金事務所（日本年金機構法 （平成十九年法律第百九号）第二十九条 に規
定する年金事務所をいう。以下同じ。）を含む。次項において同じ。）の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権
限を行うことを妨げない。

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第十四条の二第一項 の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄
する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

国民年金法施行規則（昭和35年厚生省令第12号）

（地方厚生局長等への権限の委任）
第百十三条 法第百九条の九第一項 の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当
該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第百八条第一項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め（訂正請求に係るものに限る。）
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参考資料５ 処理事案の分析について

44

○ 本資料の「Ⅱ 請求内容・処分の状況」の「１ 請求者等の状況」（11頁～14頁）については、事案単位で請求者等の属性の分析を行っているところであるが、

「２ 事案類型・請求期間の状況」、「３ 処分別の状況」及び「４ 関連資料・周辺事情の状況」（15頁～25頁）については、１つの請求事案に請求期間が複数

含まれている場合があること、更に各請求期間には異なる事由による請求が複数含まれている場合があることから、事案単位ではなく請求期間単位で分析

を行い集計している。この請求期間単位の件数を「請求件数」という。

○ 一方、「５ 日本年金機構段階の訂正状況」（26頁）については、機構処理事案を対象としており、年金事務所において一部の請求期間を記録訂正した

事案を含め、事案単位で分析を行っている。１つの事案が複数の訂正処理基準に該当する場合は、それぞれの該当区分に１件として計上している。

○ なお、「Ⅲ その他の事業状況」の「２ 審査請求」の「（４） 請求期間の分類（事案類型）別」（32頁）についても、１つの審査請求事案に請求期間が複数

含まれている場合があることから、事案単位ではなく請求期間単位で集計している。

＜ 国民年金事案の例＞
請求事案

請求期間①
保険料納付（過年度）

請求期間②
保険料納付（現年度）

請求期間③
免除申請と追納

＜ 厚生年金事案の例＞
請求事案

請求期間②
（B事業所）

被保険者期間相違と

標準報酬月額相違

請求期間③
（C事業所）

標準賞与額相違

請求期間①
（A事業所）

被保険者期間相違

（注） 上記国民年金事案例の請求期間③と厚生年金事案例の請求期間②のように、異なる事案類型が混在している場合については、各々の類型に件数計上している。



年金記録の訂正手続のあらまし

年金記録が事実と異なると思われる方は、厚生労働省
に対し、年金記録の訂正請求をすることができます。

年金に加入していた期間や保険料の納付状況など、国の

年金記録が事実と異なると、将来受け取る年金額が少な

くなってしまうことがあります。

そのため、年金記録が事実と異なると思われる方は、年

金記録の訂正を国に請求することができ、これを年金記

録の「訂正請求」といいます。

請求を受けた厚生労働省（地方厚生 局）は、関係す

る法人や行政機関などに対する調査や資料収集を行い、

有識者で構成されている地方年金記録訂正審議会で審議

します。

審議の結果、請求が認められるときは、年金記録を訂正

する決定をします。既に年金を受け取っている方の場合

は、訂正後の記録に基づいて年金額を変更します。

▶ このパンフレットの内容

１ 訂正請求ができる方…………………  P ２

２ 訂正請求の対象となる期間…………  P ２

３ 訂正請求の対象となる例……………  P ２

４ 訂正請求に必要な書類………………  P ３

【参考】年金記録を確認する方法 ………  P ３

５ 訂正請求の留意点…………………… P ４

６ 訂正手続の流れ………………………  P ４

７ 訂正手続に関するQ＆A …………… P ６

訂正請求とは

請求後の流れ



２

◆年金に加入している方（過去に加入していた方を含む）ご本人が行うことが

できます。

◆ご本人が亡くなっている場合は、ご遺族の方※が行うことができます。
※ご本人の死亡に伴う未支給年金または遺族年金等を受けることができる方に限られます。

１ 訂正請求ができる方

３ 訂正請求の対象となる例

◆年金記録の訂正請求ができるのは、例えば以下のような場合です。

◆訂正請求に期限はありません。年金記録が事実と異なると思われる方は、過

去の記録であっても、厚生労働省に対して年金記録の訂正を請求することが

できます。
※年金記録が事実と異なると思われる方は、お早めに年金事務所にご相談ください。

◆国民年金・厚生年金保険の被保険者であった期間

※国民年金は昭和36年4月1日以降、厚生年金保険は昭和17年6月1日以降が対象となります。

※賞与については、平成15年4月以降に支給されたものが対象となります。

◆厚生年金保険に統合された旧船員保険の被保険者期間、旧農林共済組合、

旧三公社（ＪＲ、ＪＴ、ＮＴＴ）共済組合の組合員期間

※国民年金基金、厚生年金基金の加入員となっている国民年金、厚生年金保険の被保険者期間に
ついても、訂正請求の対象となります。この場合、基金の加入員記録も考慮して訂正の可否が
判断されます。

※国家公務員共済組合（旧陸軍共済組合などを含む）と地方公務員共済組合の組合員期間、日本
私立学校振興・共済事業団の加入者期間は訂正請求の対象となりません。なお、戦時中の軍な
どの無給嘱託期間については対象となる場合があります。

２ 訂正請求の対象となる期間

次のページの方法で、ご自身の年金記録を確認できます。

・A社で働いた期間、厚生年金保険の記録がない。

・B社で働いた期間、厚生年金保険に加入した日が就職日より後になっている。

・C社で働いた期間、厚生年金保険の資格を喪失した日が退職日より前になっている。

・D社で働いた期間、標準報酬月額が相違している。

・E社から支払われた賞与のうち、○年○月○日支払い分の記録がない。

・○年○月から△年△月までの期間、国民年金保険料を納付したはずなのに「未納」と
なっている。



３

（※1）

◆ねんきん定期便
毎年ご本人の誕生月に、直近１年の年金加入記録や保険料の納付状況などを記載した

「ねんきん定期便」を郵送しています。
※35歳、45歳、59歳の方には、これまでの全期間の年金加入記録などをお知らせしています。
※お手元にない場合は、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」にお電話ください。
（電話番号、受付時間等は、このパンフレットの裏表紙をご参照ください。）
※ねんきん定期便の見方など、詳しくはこちらをご覧ください。
（ https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/20150331-05.html ）

◆ねんきんネット
日本年金機構が提供するインターネットサービス「ねんきんネット」で、
24時間いつでも、年金加入記録などをご確認いただけます。
※登録方法など、詳しくはこちらをご覧ください。

（ https://www.nenkin.go.jp/n_net/ ）

◆年金事務所・街角の年金相談センターで相談
予約受付専用電話（0570-05-4890）にて、相談日の前日までにご予約のうえ、お近
くの年金事務所等にご相談ください。
※「予約受付専用電話」の受付時間等は、このパンフレットの裏表紙をご参照ください。
※ご相談時には本人確認書類と年金手帳等の基礎年金番号が分かるものをご持参ください。

【参考】年金記録を確認する方法

検索ねんきん定期便 お届け

スマホでアクセス
検索ねんきんネット

次の書類を、お近くの年金事務所にお持ちいただくか、ご郵送ください。

※ 請求書類及び書類の記載方法については、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

請求書類は、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

（ https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html ）

◆訂正請求の手続に手数料はかかりません。

◆年金事務所の所在地は日本年金機構のホームページをご覧ください。

４ 訂正請求に必要な書類

→ 次のページの「５ 訂正請求の留意点」もご参照ください。

検索年金事務所 相談窓口

検索日本年金機構 記録訂正手続き

・年金手帳

・国民年金手帳

・厚生年金保険被保険者証

・確定申告書（控）

・給与明細書

・家計簿

・源泉徴収票

・預貯金通帳

・勤務先の辞令／当時の履歴書

・厚生年金基金加入員証

・事業主や総務担当、同僚の方のお名前

・勤務実態を示す当時の写真 など

① 年金記録訂正請求書 ② 同意書 ③ 請求の概要

（ https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html ）

④ 請求内容に関する状況が分かる資料
（例）



◆厚生労働省（地方厚生 支 局長）は、請求内容について、様々な関連資料
や周辺事情に基づき、訂正するかどうかを総合的に判断します。

訂正請求にあたっては、訂正を求める期間当時の年金の加入や保険料の納
付状況などについて、関連資料を集め、できる限り思い出していただくと
ともに、証言等ができる方を教えていただくなど、的確な判断のためにご
協力をお願いします。

５ 訂正請求の留意点

年金記録が事実と異なると思われる方は、年金事務所に訂正請求書を提出

します。

年金事務所で記録の確認調査を行い、記録訂正できるものは、年金事務所

で速やかに記録を訂正します。既に年金を受け取っている方の場合は、訂

正後の記録に基づいて年金額を変更します。

年金事務所で記録訂正できないものは、訂正請求書が地方厚生 支 局に送

られます。

地方厚生 支 局で関連資料や周辺事情の収集・調査を行います。
※地方厚生 支 局の調査員が必要に応じて請求者ご本人や関係する法人・行政機関などに

連絡する場合があります。

地方年金記録訂正審議会（弁護士、社会保険労務士、税理士などの有識者

による会議）において、国民の皆さまの立場に立って、公平かつ公正に審

議します。

地方厚生 支 局長は、地方年金記録訂正審議会の審議結果に基づき、訂正

または不訂正の決定を行います。

決定に不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求または裁判所に
訴訟を提起することができます。

６ 訂正手続の流れ ※次のページの図（年金記録の訂正手続の流れ）をご参照ください。

関連資料の例
給与明細書、源泉徴収票、預貯金通帳、勤務先の辞令、

賃金台帳、雇用保険の記録、厚生年金基金の記録 など

周辺事情の例
事業主・総務担当・同僚の証言、ご本人・配偶者の保険料納付状況、

納付方法 など

証言等ができる
方の例

当時の勤務状況、給与や賞与からの厚生年金保険料控除の有無、

国民年金保険料の納付状況についてご記憶がある方 など

①

②

③

④⑤

⑥➆

➇

⑨

４

※調査審議しても、年金への加入や保険料の納付（厚生年金保険は、給与・賞与からの保険料控
除）などについて、記録訂正につながる関連資料や周辺事情が乏しい場合には、記録訂正が認
められない場合があります。



勤務先の事業主・総務担当・

同僚などの関係者や市区町村、

税務署、金融機関、厚生年金

基金、健康保険組合 など

年金事務所
（請求書の受付・記録の確認調査及び訂正）

地方厚生 支 局

③ 年金事務所で記録訂正できないも
のは、地方厚生 支 局に送られ、
調査などを行った上で、訂正する
かどうかを判断します。

＜厚生労働省＞

地方年金記録訂正審議会
（弁護士、社会保険労務士、税理士

などの有識者による会議）

①
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② 訂正請求には、

年金事務所で記
録訂正できるも
のもあります。
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服
が

あ
る
場
合
は

③
訂
正
請
求
書
を

地
方
厚
生(

支)

局
に
送
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⑨ 決定に不服がある場合

・厚生労働大臣に対して、
行政不服審査法に基づ
く審査請求を行うこと
ができます。

・地方厚生 支 局長の決
定の取消しを求めて、
裁判所に訴訟を提起す
ることもできます。

＜日本年金機構＞

年金記録の訂正手続の流れ

５



7 訂正手続に関するＱ＆Ａ

Ｑ5 年金事務所で記録訂正できるのは、どのような場合ですか？

Ａ：例えば次のような場合、地方厚生 支 局における審議を経ることなく、年金事務所で記

録訂正できます。

◆賞与から厚生年金保険料が控除された給与明細書があるのに、年金記録の中に賞与の支払記録が

ない場合。

◆過去に転勤したとき、厚生年金保険料は引き続き控除されていたが、転勤の前後で被保険者資格

が１か月途切れる事務誤りがあり、事業主もこの誤りを認めている場合。

◆勤務実態と厚生年金保険料の控除が確認できる給与明細書があるのに、被保険者資格を取得した

記録がない場合。

※ 給与明細書に事業所名や支給年月の記載がない場合や事業主、役員または社会保険事務担当で

あった方からの請求の場合は、地方厚生 支 局での調査審議となります。

※ 年金事務所での調査や確認には、１か月程度かかります。

Q１：

Ｑ７ 地方厚生 支 局長の決定は公平・公正なものとなりますか？

Ａ：地方厚生 支 局長は、地方年金記録訂正審議会（Q３参照）での審議結果に基づいて訂正

または不訂正の決定を行うこととなっており、これに反する決定をすることはありませ

ん。

Ｑ６ 地方年金記録訂正審議会とは何ですか？

Ａ：地方年金記録訂正審議会は、訂正請求を国民の皆さまの立場で審議し、公平・公正な判

断を行うために設置された、有識者（弁護士、社会保険労務士、税理士など）による会

議です。

一つ一つの請求について、年金記録を訂正すべきかどうかを審議して判断します。

Ｑ5 地方厚生 支 局ではどのような調査を行いますか？

Ａ：地方厚生 支 局は、請求内容について以下のような調査を行います。

◆資料の収集

市区町村、税務署、金融機関、厚生年金基金、健康保険組合、国民健康保険組合、事業主等から

幅広く請求内容に係る関連資料及び周辺事情を収集します。

◆請求者等からの聴取

請求者や配偶者もしくは親族、事業主や請求者の同僚等の関係者から請求内容に関する保険料の

納付や控除の状況、生活状況、勤務状況等について、聴取します。

Ｑ８ 訂正手続には、どのくらいの日数がかかりますか？

Ａ：訂正を求める内容により調査・審議にかかる日数が異なりますが、訂正請求書を年金事

務所に提出されてから地方厚生 支 局長が決定を行うまで５か月程度かかります。

Q２：

Q３：

Q４：

Q５：

６



Ｑ３ 年金記録の訂正手続の実施機関が総務省（第三者委員会）から
厚生労働省（地方厚生 局）になって何が変わりましたか？

Ａ：総務省（第三者委員会）は、年金記録問題に対処するため、平成19年６月、臨時に設け

られた組織で、主に古い記録の訂正を求める「年金記録の確認申立て」の調査や審議が

行われていました。しかし、比較的最近の記録の訂正を求める申立てが増えてきたこと

から、恒常的な記録の訂正手続を整備することが求められ、平成26年６月に法律を改正

し、厚生労働省に新たに年金記録の訂正手続を設け、平成27年３月から手続ができるよ

うになりました。

これにより、訂正請求が皆さまの権利として位置付けられ、訂正または不訂正の決定に

不服があるときは、厚生労働大臣への審査請求や裁判所に訴訟提起をすることが可能に

なりました。

なお、弁護士、社会保険労務士、税理士などの有識者が国民の皆さまの立場に立って審

議を行う点では、基本的に同じです。

Ｑ９ 地方厚生 支 局長の決定に不服がある場合はどうすればいいですか？

A：地方厚生 支 局長の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定があった

ことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をす

ることができます。

また、地方厚生 支 局長の決定の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法に基づき、決

定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、厚生労働大臣への審査請

求を経ずに、直接裁判所に訴訟を提起することもできます。

※ 審査請求についての詳細は、こちらをご覧ください。

※ 行政不服審査制度については、総務省のホームページを参照ください。

（ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/）

検索総務省 不服

Ｑ４ 年金記録の訂正が決定された後はどうなりますか？

Ａ：地方厚生 支 局長の決定に基づき、日本年金機構で年金記録の訂正を行い、将来受け取

る年金額に反映されます。

既に年金を受け取っている方の場合は、訂正後の記録に基づいて年金額を変更し、さか

のぼってお支払いします。ただし、年金記録が訂正されても、年金額に変動がない場合

もあります。

※ 訂正後の年金記録に基づき、変更された額の年金をお受け取りになるまでには、地方厚生(支) 

局での訂正決定後、日本年金機構において数か月程度の処理期間が必要となります。

Q６：

Q７：

Q８：

７

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074461.html ）

検索審査請求 記録訂正



令和5年4月

※FAXでの年金相談については、こちらをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/fax.html

年金相談に関する一般的な
お問い合わせ

「ねんきんダイヤル」
０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）

０５０で始まる電話でおかけになる場合は
（東京）０３－６７００－１１６５（一般電話）

受付時間：月曜日 午前8:30～午後7:00
火～金曜日 午前8:30～午後5:15
第２土曜日 午前9:30～午後4:00

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後
7:00まで相談をお受けします。

※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利
用いただけません。

「ねんきん定期便」「ねんきん
ネット」に関するお問い合わせ

「ねんきん定期便・ねんきんネット専
用番号」

０５７０－０５８－５５５（ナビダイヤル）

０５０で始まる電話でおかけになる場合は
（東京）０３－６７００－１１４４（一般電話）

受付時間：月曜日 午前8:30～午後7:00
火～金曜日 午前8:30～午後5:15
第２土曜日 午前9:30～午後4:00

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後
7:00まで相談をお受けします。

※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利
用いただけません。

年金記録の訂正手続の情報提供

◆厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000071814.html

◆地方厚生 支 局
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076359.html

◆日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html

検索地方年金記録訂正審議会

検索厚生労働省 記録訂正

検索日本年金機構 記録訂正手続き

検索年金相談 ＦＡＸ

年金事務所・街角の年金相談センターへの来訪相談のご予約

「予約受付専用電話」
ゴ ヨ ヤ ク ヲ

０５７０－０５－４８９０（ナビダイヤル）

０５０で始まる電話でおかけになる場合は
（東京）０３－６６３１－７５２１（一般電話）

受付時間：月～金曜日（平日） 午前8:30～午後5:15

※予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。
※土日祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

※街角の年金相談センターでは、年金加入期間の確認のみお受けします。なお、訂正請求の手続きはできません。

電話での年金相談窓口

※お問い合わせの際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書等をご準備ください。



Kanto-shinetsu Regional Bureau of Health and Welfare

関東信越厚生局
ひと、くらし、みらいのために

■ 安全な医療供給体制の確保

■ 臨床研修実施体制の確保

■ 再生医療等の安全性の確保

■ 年金給付等の審査請求への対応

■ 年金記録の訂正請求への対応

■ 薬物犯罪の捜査・取締り

■ 薬物乱用防止の普及啓発 など

地域社会のニーズに応える事業

■ 保険医療機関等の指導監査

■ 健康保険組合の指導監査

■ 企業年金等の指導監督

■ 障害福祉サービス事業者の業務管理体制

の検査

■ 各種養成施設の指導監督

■ 医薬品・再生医療等製品製造業等の許可

■ 食品の総合衛生管理製造過程の承認

■ 日本年金機構が行う事務の認可 など

事業者等の指導監督 地方自治体の支援・連携

■ 地域包括ケアシステムの構築に関する支援

■ 健康福祉関係の補助金交付による支援

■ 医療保険者（国民健康保険・後期高齢者医

療）の指導監督・助言

■ 生活保護法等に基づく指導監査等による助言

■ 市区町村が行う国民年金事務に係る交付金の

審査

■ 健康危機管理

■ 食中毒対策等

■ 食品の安全確保に関するリスクコミュニ

ケーション など

厚生局の主な業務

関東信越厚生局 １
厚生労働省

私たち関東信越厚生局は、地域社会の身近な行政機関とし

て、厚生労働省と地域社会の架け橋の役割を果たしつつ、

時代の変化に即応した社会保障政策を行い、将来にわたり

国民の皆様の健康で安全・安心なくらしを支えます。

私たちの基本理念

関東信越厚生局の主な業務



地域の皆様が安全・安心して暮らすために
担当：健康福祉課

●健康福祉関係補助金の交付事務

●生活保護法等に基づく指導監査等の業務

生活保護法、児童扶養手当法及び障害者総合支援法等

に基づき、管内の都県・指定都市・中核市において適切

な公的扶助・社会福祉サービスが提供されるよう、助言

等を行っています。 ●医療・介護福祉・食品分野等
にかかる経営力向上計画の認定事務

医療・健康・福祉分野に従事する質の高い人材を確保

するため、法令等により従事者の資格要件や養成施設の

指定基準等が定められています。

このため、適正な運営の確保を目的として、所管の養

成施設の指定申請等について適合審査を行うとともに、

養成施設における関係法令等の遵守状況について調査及

び指導監督を行っています。

中小企業・小規模事業所等において、経営力向上のた

めの人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載し

た「経営力向上計画」を申請し、国が認定した場合、中

小企業経営強化税制及び各種金融支援等を受けることが

できます。

このため、厚生労働省が所管する事業（医療・介護福

祉・食品分野等）の中小企業者等に対し、法令等に基づく

審査を行って、経営力向上計画の認定を行っています。

●医療・健康・福祉従事者養成施設
に対する指導監督の業務

地方自治体の支援・連携 事業者等の指導監督

健康福祉関係の補助金（例えば、保育所などの社会福

祉施設や保健所などの保健衛生施設に対する施設整備費

補助など）及び負担金（例えば、児童扶養手当の支給に

要する経費の負担など）を通じて、健康福祉サービスが

提供されるよう、地方自治体への支援・連携を行ってい

ます。

所管する養成施設等

● あん摩マッサージ指圧師養成施設 ● あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設

● 栄養士養成施設 ● 管理栄養士養成施設

● 社会福祉士学校 ● 介護福祉士学校

● 福祉系高等学校 ● 介護福祉士実務者学校

● 精神保健福祉士養成施設

災害査定の現地調査の様子

医薬品・医療機器等の安全の確保のために

●医薬品・医療機器等の輸入監視 ●医薬品・再生医療等製品製造業等の許可

医薬品等の輸入に当たり、無許可、無登録品又は不良

品等が違法に国内に流入することを未然に防止するため、

医薬品等を輸入しようとする者に対しては、「医薬品等

輸入確認要領」及び「毒劇物輸入確認要領」に基づく指

定の書類の提出が求められています。

当厚生局は、未承認等の品目を輸入しようとする際に

提出される輸入確認申請書について内容の確認を行い、

「輸入確認証」を発給しています。

担当する範囲
函館・東京・横浜税関で通関されるもの

厚生労働大臣が指定する医薬品･再生医療等製品の製造業等の許可、輸入通関時における未承認医薬品・医療

機器等及び毒劇物の輸入監視に関する事務を行っています。

担当：薬事監視指導課

「医薬品医療機器等法」に基づき、医薬品等の製造等

を行う場合は、厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を

取得する必要があります。

当厚生局では、これらの申請のうち厚生労働大臣が指

定する医薬品及び再生医療等製品に関して、所定の許可

要件を満たしているかの審査を行っています。

関東信越厚生局 ２

地域の皆様が安全・安心して暮らすため、健康・福祉サービスの提供に向けて、地方自治体の支援・連携とし

て、健康福祉関係の補助金・負担金の交付や生活保護法等に基づく指導監査による助言など、また、事業者等の

指導監督として、医療・健康・福祉従事者養成施設に対する指導などを行っており、地域の健康・福祉サービス

の構築に寄与しています。また、大規模災害により、管内の社会福祉施設・保健衛生施設等で被害が生じた場合、

災害復旧事業による災害査定を行っています。



（注）臨床研修とは、医師・歯科医師の国家試験合格者が、基本

的な診療能力の修得を目的として行う研修制度。

安心・安全・適切な医療サービス提供のために
担当：医事課

医師、歯科医師臨床研修の実施体制の確保に向けた調整や補助金の交付を行うとともに、病院の医療安全管

理体制の確保、再生医療等の安全性の確保、臨床研究に対する信頼の確保、医療観察法における継続的かつ適切

な医療の提供体制の確保等に関する業務を実施しています。

また、２０２５年に向けて在宅医療等の推進を図るため、手順書により、一定の診療の補助を行う看護師の養

成に取り組んでいます。

●臨床研修実施体制の確保 ●安全な医療供給体制等の確保

●再生医療等の安全性の確保

●特定行為に係る看護師の研修制度の
実施体制の確保

臨床研修（注）体制の質・量の確保に向けた、以下の業務

を行っています。

① 臨床研修病院の新規指定に係る審査（歯科のみ）
② 臨床研修プログラムの変更申請に係る審査（歯科のみ）
③ 臨床研修病院の実地調査

④ 臨床研修費等補助金の交付申請に係る審査（医科のみ）
⑤ 臨床研修修了に伴う医籍登録申請の受理・審査

医療安全の体制の確保のため、当厚生局管内の病院医

療関係者を対象に、医療安全に関する知識の習得を目的

としたセミナーの開催や、特定機能病院に対する安全確

保状況に係る立入検査及び臨床研究中核病院に対する臨

床研究の適正な実施に係る立入検査を行っています。

全国の地方厚生局や（独）医薬品医療機器総合機構と

協力しながら、主に以下の業務を行っています。

① 再生医療等提供計画の届出受理
② 特定細胞加工物の製造の届出受理又は許可
③ 再生医療等委員会の認定

④ 定期報告の受付と必要な調査等

一定の要件を備えた大学や病院など特定行為研修に係

る指定研修機関の事前審査や研修修了者の報告受理など、

実施体制に関する以下の業務を行っています。

地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務、

災害時における医療の確保の支援に関する業務及び医師

の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関す

る業務を行っています。

●地域医療構想の推進・災害医療・医師の偏在対策

担当：医事課・医療課

（注）特定臨床研究とは、医薬品医療機器等法における未承

認・適応外の医薬品等の臨床研究及び製薬企業等から資金提

供を受けて実施される当該製薬企業等の医薬品等の臨床研究。

① 新規指定研修機関の指定に係る研修計画や施設等に関す
る審査及び指導

② 研修計画、研修体制等に関する実地調査及び指導

③ 研修内容の変更に係る届出や申請の審査及び指導
④ 指定研修機関に関する年次報告書の確認及び指導
⑤ 特定行為研修を修了した看護師に関する報告書の確認及

び指導
⑥ 指定研修機関や受講する看護師からの相談対応

関東信越厚生局 ３

●医療観察法における継続的
かつ適切な医療の確保

特定臨床研究（注）を実施する者から提出された実施計

画の受理や臨床研究審査委員会の認定などを行っていま

す。

（注）重大な他害行為とは、

①殺人、②放火、③強盗、④強制性交等、⑤強制わいせつ、

⑥傷害 ※①～⑤は未遂を含む。

心神喪失等の状態で重大な他害行為（注） を行った者に

対し、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発

の防止を図り、社会復帰を促進することを目的として、

指定医療機関による継続的かつ適切な医療の提供体制の

確保を行っています。

当厚生局では、医療機関の指定、指定医療機関の指導

等を行っています。

医療安全に関するセミナーの様子

●臨床研究法



地域包括ケア推進課では、地域包括ケアシステムの構築の推進及び深化を目的として、情報の収集や発信、各

施策の普及啓発、セミナー等の開催など、都県・市区町村の支援業務を行っています。

住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けるために 担当：地域包括ケア推進課

（注）地域包括ケアシステムとは

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

このため、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体

制（地域包括ケアシステムの構築）が必要です。

今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシス

テムの構築が重要です。

●自治体の後方支援としての主な取組

１．国（本省）と自治体・地域を「つなぐ」（啓発）
国の制度や関連施策の紹介を行うとともに、地域包括ケアシステム

の理念・考え方等についての普及浸透、理解促進のため、セミナーや
シンポジウムを開催しています。

地域包括ケアシステムは、市区町村や都県が、地域の自主性や主体性に基づき作り上げていくことが必要です。当厚生

局では、地域包括ケアシステムの構築支援に、局全体で取り組んでおり、地域包括ケア推進課では、市区町村と都県の後

方支援として、「つなぐ」３つの取組を進めています。

２．自治体・地域同士を「つなぐ」（情報の収集と発信）
自治体・地域の好取組事例を「ヨコ」展開していけるよう、情報収

集を積極的に進めるとともに、効率的・効果的な情報発信に取り組ん
でいます。

３．地域づくりの視点で、福祉分野と他分野を「つなぐ」（連携）
地域づくりの視点で必要となる他省庁の所管に関わる施策について

は、他省庁の地方機関とも相互協力を図り、連携してイベントを開催
するなど様々な関係者が連携するきっかけ作りを行うとともに、他省
庁と共同でチームを作り、都県等へ訪問、助言なども行っています。

また、地域で活動しているＮＰＯ等の関係団体とも協力の上、自治
体支援に取り組んでいます。

地域包括ケア応援セミナーの様子

事例研究会の様子（市区町村の意見交換）

自治体と企業をつなぐ
マッチングイベントの
様子（企業の説明）

※オンライン
も活用しなが
ら開催してい
ます。

【開催例】

関東信越厚生局 ４



薬物犯罪の捜査・取締りを行うとともに、麻薬取扱者に対する指導監督・立入検査、薬物乱用防止のための啓

発活動、薬物乱用者等を対象として電話やインターネットを介した相談を行っています。

担当：麻薬取締部薬物乱用を防止し、健全な社会を実現するために

関東信越厚生局 ５

●薬物犯罪の捜査・取締り

薬物乱用を防止するためには、薬物の供給源となる薬

物密売組織を壊滅するとともに、薬物の需要の根絶を図

る必要があります。

増加する覚醒剤や大麻等の密輸入事犯に対し、日本国

内の税関、警察、海上保安庁等と連携して捜査に当たる

と共に、海外の関係機関とも積極的に情報交換をしてい

ます。

●麻薬取扱者等に対する指導監督

●薬物乱用防止の普及啓発活動

●麻薬等中毒患者対策

覚醒剤の再犯者が占める割合が令和元年においては約

６６．３％を占める状況から、薬物乱用をなくすために、

再乱用防止の推進が必要不可欠です。

麻薬取締部は、薬物犯罪の捜査だけでなく、違法薬物

を断った人たちの支援も実施しています（※再乱用防止

支援事業）。

主に医療用の麻薬等の輸入、輸出、製造等について免

許制とするなど必要な取締りを行うこと等により、麻薬

等の乱用による保健衛生上の危害の防止を図っています。

食の安全・安心の確保のために 担当：食品衛生課

食品衛生課は主に以下の業務を行い、食の安全と安心を確保する役割を担っています。

（注2）HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point ）とは

事 業 者 自ら が 、食 中 毒菌 汚 染 等 の危 害 要 因を あ らか じ め把 握

（Hazard Analysis）した上で、原材入荷から製品出荷までの全工程の

中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程（Critical

Control Point）を管理し、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。

当厚生局では、HACCP （注2）に基づく衛生管理を行

っている輸出食肉施設、輸出水産食品施設等の査察によ

る指導及び監督を実施しています。このほか、輸出水産

食品の衛生証明書の発行を行っています。

●食品等の輸出促進の対策（注1）

●食品の安全確保に関する
リスクコミュニケーションの開催

当厚生局では、地方自治体と協力しながらリスクコミ

ュニケーション（注）に取り組んでいます。

●登録検査機関の監督等

当厚生局では、食品等の製品検査を行う登録検査機関

の登録業務の他に、定期的に立入調査を行い、検査機関

が実施した検査について信頼性の確保がなされているか

を監督・指導を行っています。

●広域食中毒の防止等

当厚生局では、広域食中毒発生防止のために、地方自治

体との連携及び協力の場を設置し、広域的な食中毒事案の

対応等に努めています。

（注1）政府の推進する食品等の輸出促進の取組

食品等の輸出拡大の対策を、政府が一体となって取り組むため「農林

水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が令和２年４月１日に農林

水産省より施行されました。

この法律により、農林水産省に「農林水産物・食品輸出本部」が設置

され、当本部において、食品の輸出に関する基本的施策の企画・立案、

関係行政機関（厚生労働省、財務省、外務省等）の事務調整を行うこと

により、政府一体となった輸出の促進を図っています。

（注）消費者、事業者、行政担当者等の関係者の間でリスクに関する情

報や意見を交換する取組のことです。

※覚せい剤事犯の再犯率が年々増加していることから、麻薬取締部も薬物

犯罪捜査とは完全に切り離した「再乱用防止支援事業」を始めました。

具体的には、心理学等の専門知識を有した「再乱用防止支援員」を雇用

し、麻薬取締部が薬物事犯で検挙した者のうち一定の条件に該当する者に

対して、直接カウンセリングを行う又は協力機関を紹介するなどの支援を

行っています。また、上記の家族に対しても、同様の支援を行っています。

新たな薬物乱用者をつくらない社会環境を構築するた

め、麻薬取締部では、学校、特に大学生や民間団体等に

対する薬物乱用防止講演の講師として麻薬取締官ＯＢや

現職の麻薬取締官を派遣しています。



老後の所得保障［年金］のために

担当：年金指導課

担当：年金調整課

●日本年金機構が行う事務の認可

●市区町村が申請する国民年金事務に関する交付金の審査

日本年金機構（年金事務所）が厚生労働大臣から権限が委任されている滞納処分や事業所等に対する立入検査等を行う場

合は、厚生年金保険法等により、事前に厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定められています。この認可に関す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令により地方厚生局長に委任されているため、当厚生局では、日本年金機構から提出

される滞納処分や立入検査等の認可申請の内容を審査し、認可書の交付を行っています。また、災害等によって事業所の財

産に相当の損害を受け、厚生年金保険料の納付が困難となった場合には、事業主が日本年金機構に申請することにより保険

料の納付の猶予を受けることのできる制度がありますが、この納付の猶予に関する許可業務についても当厚生局で行ってい

ます。

住民の一番身近な行政窓口である市区町村へ国民年

金に関する事務の一部を委託しています。国は一定の

基準に基づき、市区町村が行う国民年金に関する事務

に必要な費用を「国民年金等事務取扱交付金」として

市区町村に交付しています。

当厚生局では、「国民年金等事務取扱交付金」にか

かる市区町村から提出される申請書等の内容審査、と

りまとめ、厚生労働省（年金局）への報告や決算にか

かる内容審査・実地審査のほか、市区町村職員に対す

る国民年金事務説明会などを行っています。

この他にも、日本年金機構から推薦のあった年金委

員の委嘱状の発行等や学生納付特例事務法人の指定な

ど幅広く業務を担当しています。

被保険者・受給者・事業主のみなさま

日本年金機構（年金事務所）
（業務運営を担う）

事務の委託・
権限の委任・
指導監督

国（厚生労働大臣）名で
機構が実施

日本年金機構名で
機構が実施

【日本年金機構との関わり】

＜権限の委任＞＜事務の委託＞

厚生労働省
（財政責任・運営責任を担う）

年金の
支払い

〇資格取得・喪失に関する手続きの受
付・確認
〇厚生年金保険の標準報酬月額の決定
〇年金手帳の交付
〇保険料を正当な理由もなく支払わな
い方への滞納処分
〇事業所や被保険者、受給者への立入
検査 など

〇年金の受ける権利の確認・決定
〇年金の支払い
〇「ねんきん定期便」による年金の
加入期間などのお知らせ
〇保険料の納入告知
〇滞納保険料の督促 など

通知等申請・届出等

国民年金の被保険者・受給者のみなさま

日本年金機構

（年金事務所）

市区町村
（管内１都９県）

（４５０市区町村）

厚生労働省・関東信越厚生局

＜法定受託事務＞
〇資格取得
〇資格喪失
〇種別変更

などの届出の受理

＜協力・連携事務＞
〇納付勧奨
〇口座振込等の促進
〇広報、年金相談

など

申請
届出等

連携調整等

【市区町村等との関わり】

法定受託事務
協力・連携事務適用・徴収・給付 申請

届出等

事務費交付
実地審査

事務説明会等

法定受託事務
協力・連携事務

申請

協力連携
依頼・調整

関東信越厚生局 ６

老後の生活の支えである公的年金制度やより豊かな所得保障を行う企業年金制度等の運営に関わる日本年金機

構や厚生年金基金、国民年金基金等に対する指導監督等を行っています。

担当：企業年金課●企業年金、個人年金に関する業務

確定給付企業年金（DB）、企業型確定拠出年金

（DC）の規約承認・認可、指導監督等を行っています。

また、厚生年金基金、国民年金基金からの規約変更認

可申請書等の受理・認可、厚生労働大臣への提出書類の

経由のほか、指導・監督などの業務を行っています。

iDeCo(個人型確定拠出年金)
企業年金(DB/DC)
厚生年金基金

厚生年金

国民年金(基礎年金)

第1号被保険者
(自営業者など)

第2号被保険者
(会社員など）

国民年金基金

第３号被保険者
会社員などの
被扶養配偶者

年金イメージ図



年金記録の訂正を求める方のために

●年金記録の訂正請求 《年金記録の訂正請求の流れ》

年金記録が事実と異なると思われる方は年金記録の訂正請求をすることができます。

担当：年金審査課・年金審査分室

年金記録が事実と異なると思われる方は、当厚生局に

対して年金記録の訂正請求をすることができます。なお、

訂正請求の窓口は、お近くの年金事務所です。

当厚生局において、関係法人や行政機関に対する調査

や資料収集を行い、民間の専門家（弁護士、社会保険労

務士、税理士など）による会議（関東信越地方年金記録

訂正審議会）の答申を経て、年金記録の訂正又は不訂正

の決定を行っています。

《訂正請求とは》

年 金 記 録 の 訂 正 を 求 め る 方
（被保険者・被保険者であった者・遺族＊）

お 近 く の 年 金 事 務 所
（請求書の受付・記録の確認調査）

関東信越厚生局

関 東 信 越 地 方 年 金 記 録 訂 正 審 議 会
（弁護士、社会保険労務士、税理士など民間の専門家による会議）

事業主・従業員などの関係者
・市区町村・税務署・金融機関

など

①
訂
正
請
求

⑦
訂
正
又
は
不
訂
正

決
定
通
知※

⑤
諮
問

⑥
答
申

③ 調査・照会

＊被保険者又は被保険者であ
った者の死亡に伴う未支給の年
金（保険給付）又は遺族年金
等の支給を受けることができる者。

「年金事務所で直ちに記録訂正で
きるもの」もあります。それ以外のも
のは関東信越厚生局に送られ、調
査などを行っています。

②
訂
正
請
求
書

を
送
付

④回答・報告

※決定に不服がある場合は、

行政不服審査法に基づく審査

請求又は訴訟提起ができます。

関東信越厚生局 ７

●保険医療機関等の指導監査 ●保険医療機関等に
関する情報の管理及び分析

国民皆保険制度のもと、保険診療の質的向上や医療費

の適正化を目的として、保険医療機関及び保険薬局並び

に保険医及び保険薬剤師等に対する指導を行っています。

指導の形態は、集団指導、集団的個別指導及び個別指

導等があり、指導対象となる保険医療機関等又は保険医

等に対して講習会形式又は面接懇談形式により実施して

います。

また、診療報酬等の請求に不正等が疑われた場合には

監査（調査）を行い、その結果に基づき、保険医療機関

等の指定取消や保険医等の登録取消の行政処分のほか、

戒告・注意の措置を行っています。

医療保険制度の健全な運営のために

医療保険制度の運営に関わる保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師等に対する指導監査を行うととも

に、健康保険組合等の医療保険者に対する指導監督・助言を行っています。

●審査支払機関の指導監督

●医療保険者等の指導監督・助言

担当：医療課
担当：調査課

担当：管理課

担当：保険課 ・管理課

●医療法人等の税制上の
優遇措置に係る証明業務 担当：管理課

当厚生局では、保険課において、職域保険の保険者で

ある健康保険組合などへの指導監督及び規約変更等の認

可のほか、健康保険組合の設立・合併・解散等の事務指

導、公法人・印鑑証明書の交付等を行い、管理課におい

て、地域保険の保険者である都県及び市町村（特別区を

含む）や後期高齢者医療広域連合への指導監督・助言を

行っています。

当厚生局では、社会保険診療報酬支払基金支部が行う

審査・支払業務の適正かつ効率的な運営を確保すること

を目的として指導監査を行っています。

医療法人のうち、その事業が、医療の普及及び向上、

社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、か

つ、公的に運営されていると認められる基準を満たす場

合には、特定医療法人として、租税特別措置法により法

人税率の特例が受けられます。

当厚生局においては、この要件とされる基準を満たす

ものである旨の証明業務を行っています。

保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師等への

指導等を効率的に行うための情報の管理及び分析に関す

ることや当厚生局における保険医療機関等管理システム

の運用及び取りまとめを行っています。その他、医療

課・指導監査課・都県事務所の保有する情報の公開に関

する調整や訴訟に関する業務も行っています。

・特別指導第一課・第二課

・指導監査課・都県事務所



被保険者等（審査請求人）の権利・利益の救済を図るために 担当：社会保険審査事務室

健康保険や厚生年金保険、国民年金等の加入資格や保険（年金）給付の決定に関する審査請求に係る業務を
担当する社会保険審査官が設置され、審理等を行い、容認あるいは棄却の決定を行っています。

●年金給付等の審査請求への対応

社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅

速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険

法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金

法並びに国民年金法に規定された資格や保険（年金）給

付に関する審査請求（注）を担当しています。

関東信越厚生局の所在地・連絡先 関東信越厚生局ホームページ 麻薬取締官ホームページ

https://www.ncd.mhlw.go.jp/https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/

関東信越厚生局の組織体制

※このパンフレットは、令和５年３月２０日現在で作成したものです。
関東信越厚生局 ８

〒310-0061
水戸市北見町１－１１
水戸地方合同庁舎４階

健康福祉部門

食品衛生課 048-740-0761
薬事監視指導課 048-740-0800

地域包括ケア推進課 048-740-0793

健康福祉課 048-740-0744
医事課 048-740-0754

保険課 048-740-0772
企業年金課 048-740-0782

〒330-9713さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館(７階)

社会保険審査事務室
〒330-9713 さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館(５階)

社会保険審査事務室 048-851-1030

麻薬取締部

〒231-0003 横浜市中区北仲通５－５７
横浜第二合同庁舎２階

麻薬取締部横浜分室 045-201-0770

〒102-8309 千代田区九段南１－２－１
九段第３合同庁舎１７階

麻薬取締部 03-3512-8688

〒330-9713 さいたま市中央区新都心１－１ さいたま新都心合同庁舎１号館(７階)

管理課 048-740-0811

医療課 048-740-0815

特別指導第一課 048-740-0816

特別指導第二課 048-740-0816
調査課 048-740-0811

〒330-9727 さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎検査棟(２階)

指導監査課 048-851-3060

〒310-0061 水戸市北見町１－１１

水戸地方合同庁舎４階

茨城事務所 029-277-1316

〒163-1111 新宿区西新宿６－２２－１

新宿スクエアタワー１１階

東京事務所 03-6692-5119

指導部門

〒320-0043 宇都宮市桜５－１－１３

宇都宮地方合同庁舎５階

栃木事務所 028-341-8486

〒371-0024 前橋市表町２－２－６

前橋ファーストビルディング７階

群馬事務所 027-896-0488

〒260-0024 千葉市中央区中央港

1-12-2 千葉港湾合同庁舎５階

千葉事務所 043-382-8101

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－６

ＩＣＯＮ関内６階

神奈川事務所 045-270-2053

〒950-0088 新潟市中央区万代２－３－６

新潟東京海上日動ビルディング１階

新潟事務所 025-364-1847

〒400-0031 甲府市丸の内1－1－18

甲府合同庁舎９階

山梨事務所 055-209-1001

〒380-0846 長野市旭町１１０８

長野第２合同庁舎４階

長野事務所 026-474-4346

管 理 課

指導総括管理官健 康 福 祉 部 長総 務 管 理 官

医 療 課
調 査 課
指 導 監 査 課

長 野 事 務 所

茨 城 事 務 所
栃 木 事 務 所
群 馬 事 務 所
千 葉 事 務 所
東 京 事 務 所
神奈川事務所
新 潟 事 務 所
山 梨 事 務 所

医 事 課
薬事監視指導課

食 品 衛 生 課
地域包括ケア推進課

保 険 課
企 業 年 金 課

健 康 福 祉 課
企 画 調 整 課
年 金 指 導 課
年 金 調 整 課
年 金 審 査 課
千葉年金審査分室

東京年金審査分室

総 務 課

神奈川年金審査分室

社会保険審査事務室

特別指導管理官

特別指導第一課

特別指導第二課

麻 薬 取 締 部 長

次 長

調 査 総 務 課
捜 査 第 一 課

捜 査 第 二 課
特 別 捜 査 課
密 輸 対 策 課
国 際 情 報 課
鑑 定 課
情報管理分析課
横 浜 分 室

総務課 048-740-0711（代）
企画調整課 048-740-0830
年金指導課 048-740-0712
年金調整課 048-740-0714

〒330-9713 さいたま市中央区新都心１－１
さいたま新都心合同庁舎１号館(７階)

〒260-0026 千葉市中央区千葉港２－１
千葉中央コミュニティセンター１０階

〒160-0023 新宿区西新宿６－１４－１
新宿グリーンタワービル２１階

〒231-0023 横浜市中区山下町３７－９
横浜地方合同庁舎５階

総務年金部門

〒330-9710 さいたま市中央区新都心2－１
さいたま新都心合同庁舎２号館(７階)

年金審査課 048-600-0730

千葉年金審査分室 043-379-6994

東京年金審査分室 03-6863-3778

神奈川年金審査分室 045-270-9156

保険（年金）給付・資格等に関する不服 厚生年金保険料等に関する不服

被 保 険 者 ・ 受 給 者 事 業 主 ・ 被 保 険 者

①処分に不服がある場合
（３か月以内）

処分に不服がある場合
（３か月以内）地方厚生（支）局社会保険審査官

社 会 保 険 審 査 会 （ 厚 生 労 働 省 ）

要 件 審 理

却 下

審理容 認 棄 却

《審査請求の流れ》

②決定

受 理

《社会保険審査官における受付後の流れ》

③②の決定に不服がある場合
（２か月以内）

審査請求

再審査請求

（注）審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者（日本

年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金等）に対し

て行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な

処分（決定）を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行う

ものです。

※ ②の決定に不服が
ある場合、③の再審査
請求を経なくても裁判
所へ出訴が可能。

関東信越厚生局長

次 長


